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     ◎開会の宣告                      （午前１０時００分） 

○議長（齋藤邦夫君） おはようございます。 

定足数に達しましたので、ただ今から本日の会議を開きます。 

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎一般質問 

○議長（齋藤邦夫君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、一問一答方式により行います。 

  議員各位並びに当局は、簡潔な質問・答弁に留意され、実質的な審議を尽くされますよう

にお願いをいたします。 

  質問項目が複数ある場合には最初に一括して質問し、２回目からは項目ごとに質問するか、

または一括して質問するかは質問者の裁量で質問していただくことといたします。 

  なお、質問時間は答弁を含め６０分以内とします。 

  質問は一般質問者席についてから開始し、終了時間は議長がお知らせをいたしますので、  

よろしくお願いをいたします。 

順番に発言を許可いたします。 

  ２番、大塚純一郎君の一般質問を許可いたします。 

  ２番、大塚純一郎君。 

          〔２番 大塚純一郎君 登壇〕 

◯２番（大塚純一郎君） おはようございます。 

  それでは、通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

  私の質問事項は二つでございます。 

  一つ目。一般質問、今日行っております。その一般質問に於ける町長・当局の答弁はどの

ようなものなのか確認をさせていただきたいと思います。９月会議、私の一般質問に於きま

して、町長はシルバー人材センターの設立は１１月を目標に立ち上げるという私は認識でご

ざいました。そういう答弁だったと記憶しておりますが、今現在、全然その様な様子が見え

ない。あの一般質問の場で、あのような形で質疑を行った部分に対して、その後の状況が何

も聞こえてこない。何の説明もないという状態だと思います。こういう一般質問に対しての
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町長答弁には責任を持った答弁をすべきだと考えますが、町長の考えを伺います。  

  二つ目。ユネスコエコパーク登録後における目指すべき町づくりとして、これから只見町

として最重要視して取り組まなければならないことはどういうことなのか。町長の考え方を

お聞きします。全国１，７４１自治体の中で、わずか９地域の自治体がユネスコエコパーク

に登録されております。その９地域のうちの一つに、我が只見町、自然首都・只見を宣言し

た只見町が入っております。今、このブランド力を更に高めて全国に発信していく事が求め

られていると思います。その中で重要な事は、只見町のあらゆる面での受入れ体制、その確

立、整備だと私は思います。今、過疎高齢化により荒廃した多くの山林原野や、耕作放棄さ

れた多くの田畑が全国的に問題になっております。国も、県も、この対策に本腰を入れて取

組んでいるところだと思います。我が只見町は少子過疎高齢化に歯止めがかからない自治体

として、全国的に見て、ある意味、先進地だと私は思います。そういう先進地だからこそ、

前例踏襲でない、思い切った積極的な政策、施策実現ができると思います。只見町の四季折々

の自然の豊かさ、人間と自然との共生をアピールできる絶好のチャンスだと私は思います。

町長の考えをお聞きします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） おはようございます。 

  ２番、大塚純一郎議員のご質問にお答えをいたします。 

  まずはじめに、シルバー人材センター設立に関する９月会議での一般質問に対する答弁内

容についてでありますが、社会福祉協議会が中心となり、只見町生涯現役促進地域推進協議

会を立ち上げ、厚生労働省に対し、生涯現役促進地域連携事業、平成２９年度開始分の第３

次募集に係るコンテストに参加するために事業連携提案書を作成し、本事業の中でシルバー

人材センターの設立を目指し、事業採択後の事業開始時期は１１月１日を予定していると答

弁をさせていただいております。次に、現在の状況と経過についてでありますが、生涯現役

促進地域連携事業、第３次募集の審査結果につきましては、残念ながら不採択との報告を受

けております。その結果を受けて、第３回只見町生涯現役促進地域推進協議会が開催され、

申請結果の報告と今後の取り組みについて協議されました。今後の取り組みについては、不

採択の内容を精査し、平成３０年度以降の事業に向け再応募することが決定されております。

そのような状況の中でありますが、シルバー人材センターの早急な設立が必要であるとの認
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識の下、引き続き社協と連携しながら、センターに登録される方々のニーズを調査するアン

ケートを年度内に実施してまいりたいと考えております。  

  次に、今後の町づくりについて最重要視して取り組むべきことについてでありますが、項

目ごとにお答えをいたします。 

  まず、自然首都・只見を宣言した只見町のブランド力をさらに高めて、全国に発信すべき

ことのご意見についてであります。このことについては、私も同様の認識を持っております。

そこで、４月から組織機構の一部再編し、その中でユネスコエコパークの取り組みを強化す

るため、新たな係を創設し強化していきたいと考えております。そのうえで、来年度、ブナ

をテーマとしてまちづくりを進める自治体や関係者が一堂に会してのシンポジウムと自然観

察会を企画したいと考えており、自然環境の保護・保全の大切さと、人間と自然との共生の

意義を町内外にＰＲする機会をつくり、全国に発信していきたいと考えております。 

次に、只見町のあらゆる面での受け入れ体制の確立、整備についてであります。このこと

については、雇用の拡大、定住環境・子育て環境の整備が重要だと認識しており、本年度に

年長児保育料の無償化、借上住宅の公募を実施してまいりましたが、来年度も引き続き、借

上住宅の公募や町営住宅の整備を図り、受入れ体制の充実に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

次に、耕作放棄地対策についてであります。大塚議員が申されるとおり、国・県も耕作放

棄対策事業を行っておりますが、現在の施策は、所有者が自ら解消することは対象外で、作

物を５年以上栽培することが条件でありますが、本事業の活用者がいないのが現実でありま

す。そのような中、本町では景観維持の観点から、耕作放棄地の解消者を問わず、５年以上

集落が保全することを確約した場合、その解消費用の全額を助成するという思い切った施策

を昨年度創設しておりますが、それでも活用者がいない状況であります。耕作放棄地対策に

ついては、多面的機能支払交付金事業、中山間地域等直接支払交付金事業や区普請において、

集落景観維持のために刈払作業を行っている集落や団体もあり、取り組みに温度差があるこ

とも事実であり、非常に難しい問題ではありますが、今後もその解消に向けて努力してまい

ります。 

  以上でございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 通告に基づく、最初の答弁いただきました。 
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  それでは再質問をさせていただきます。 

  只見町生涯現役促進地域推進協議会を立ち上げとあります。これ、どのようなものなのか。

まず説明をお願いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（馬場博美君） 今ほどのご質問にお答えさせていただきます。 

  この協議会につきましては、この生涯現役促進地域連携事業のコンテストに参加するにあ

たりまして、国のほうでこういった協議会の設置を必須に、条件の中に入っているものでご

ざいます。今回のこの構成メンバーといたしましては、構成員としては、町、それから社会

福祉協議会、只見町商工会、区長連絡協議会、民生児童委員協議会、老人クラブ連合会、観

光まちづくり協会。それから町内の金融機関ということで東邦銀行さん、会津よつば農業協

同組合で、あとは婦人団体の構成メンバーで協議会のほうを立ち上げている状況でございま

す。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 今の保健福祉課長の話だと、コンテストに参加するためにつくった

協議会ですか。私の質問として、シルバー人材センターのまあ、ことで、ずっとやってきて、

それで１１月から立ち上げるという、私も良かったなという期待を持っていたんですが、そ

れでできなかった。先ほどの答弁でも、それをやったけども不採択になったというような答

弁だったと思いますが、今の保健福祉課長の話だと、コンテストに参加するためにつくった

んだと。私が言いたいのは、町が、本当に今の少子過疎高齢化の中で、絶対取り組むべき事

業の最優先課題としてこれがあるでしょうということでずっと、前の町長の時から議論させ

ていただいております。そういう中で、まあ、こういう、国に対して、こういうコンテスト

に参加するために協議会をつくられたと。大変良いことなんですけども、結果として不採択

になってるわけですけども、なんで不採択になったのかも含めて、町としてこの協議会で、

本当にどれだけのことを国に訴えるつもりでつくって、やってきたのか。ここに書いてある、

最初の答弁にありますけども、不採択になった部分を、内容を精査して、とありますけども、

これはどうして不採択になったというふうに思っておられますか。 

○議長（齋藤邦夫君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（馬場博美君） 今ほどのご質問にお答えいたします。 

  不採択の内容でございますが、国のほうに、ヒアリングにつきましては社会福祉協議会の
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事務局長とうちのほうの職員が出向きましてヒアリングを受けております。その時の職員か

らの復命の中でございますが、今回のその申請の内容については、非常に良いことであると。

その目的と併せまして、概要については国のほうも理解いただいているんですけども、実際

に事業実施となる場合に、実際その、社会福祉協議会が中心となって取り組む場合に、実際、

どこまでできるのですかということで、現実的なところがなかなかつかめないというような

復命を受けているところでございます。その辺を精査させていただいて、次年度以降の再応

募というような形に持っていきたいとは考えております。  

○２番（大塚純一郎君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 今、この只見町生涯現役促進事業推進協議会でこのコンテストに参

加するための提案書を作って、そして、その募集に行かれたのは社会福祉協議会の事務長と、

それから職員という話でございました。課長ではなく、それから町の代表である社会福祉協

議会の構成メンバーで、この協議会の会長というか、そういう役割になった人がいかなかっ

たんですか。で、その、構成メンバーで、町を代表する、その協議会のメンバーは誰ですか。 

○議長（齋藤邦夫君） 課長。 

○保健福祉課長（馬場博美君） 町のほうのメンバーとしましては、協議会設置当初について

は、橋本副町長が会長になられておられまして、先ほど答弁書にもありました第３回の協議

会の中で、いろんな要因がございまして、会長職のほうについては交代ということで、代わ

りに構成メンバーとして、副町長の代わりに私がメンバーのほうに入らせていただいており

ます。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 最初は町長、副町長。それで、今度は保健福祉課長になられたと。

そしてこの、国にその要望に行ったときは、社協の事務長と町の担当職員だったと。で、結

果して不採択になったと。ずっと議論している中で、まあ前の体制、町の体制の時から、前

の保健福祉課長の答弁でも社会福祉協議会を中心にやっていただく。町長の答弁でも社会福

祉協議会中心でやっていただく。先ほどの内容も聞くと、やっぱり社会福祉協議会が中心で

も、やはり一番力を入れてやるのは町でしょうと。町の、本当に本腰を入れてやるものが見

えないから、これは不採択になった。私はそう思います。そうではないですか。町長。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 若干あの、今回の不採択の経過の中につきましては、ちょっとあの、
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直接私も話は聞いておりますが、町がということではないというふうに思っております。そ

れで、今回の応募の中で、数団体ある中で、内容的には問題はないんですが、他の団体がそ

れ以上の内容があったというふうに聞いております。それで、ただあの、この後ですね、３

０年に向けて、年明けに申請があるそうですが、１月か２月だそうですが、そこに向けては

ですね、より内容を精査しながら取り組んでいくのと、それまで淡々としているのではなく

て、町と社協とで連携をして、できることから着手するということで、アンケート等につい

て検討しながら、年度内にそういったことも進めながら、並行してやっていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） だから、最後に、これが不採択になったと。ほかの団体もあって、

それが選ぶところで、結局、只見町ではなくてほかの団体が採択されたということだと思い

ます。今の町長の答弁でも、その内容が勝っていたのがほかの団体、自治体だと。当たり前

だと思うんですよね。だからずっと再三言ってるのは、町でもっと本腰を入れてやらなかっ

たら、最初から丸投げでやって、そういうものはやっぱり国だってわかりますよ。だからも

うちょっと、その町として、政策として、少子過疎高齢化の中で、高齢者に対する政策の中

心としてこれをやっていただきたいというふうに私はずっと申し上げてきたつもりでござい

ます。もう一回、確認の意味で言います。シルバー人材センターを設立して何をやるのか。

何の目的でシルバー人材センターを立ち上げるのかお聞かせください。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） シルバー人材センターにつきましては、現在、只見町のような少子高

齢化の中で、一つは、ある程度、高齢化になられた、第一世代といいますか、第一の社会を

卒業された方たちが、の労働力を、まだ、今、少子高齢化の中で、不足しているところがあ

ります。軽微なところに。そして、そこの支援と、それから余暇を受けたとしても、卒業し

たといいますか、現役を。まだまだ体力的、精神的にも有効な人がおられるんであれば、そ

れを活用するのが一つの手段というふうに考えております。そういった意味では、只見町の

ような場合は、非常に有効に動けば、良い制度ではないかなというふうには思っております

が、ただ、反面、そこのシルバー人材センターが大きく育った場合、既存の小さなといいま

すか、会社に対してあまり影響のないような調整の仕方もしながら、そういった方たちの活

用を図っていくというのが一つの考え方というふうに私は理解しております。  
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○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） そうなんですよ。それで、今、最後のほうで申されました、このシ

ルバー人材センターが育っていくと、ほかの事業所、例えば建設業であったり、そういうほ

かの事業所の部分を、の職域を犯すのかなというようなことが危惧されると。そういうこと

があるかと思いますが、じゃあ、この前、我々、議会で、建設業協会との一般会議というこ

とで懇談会を持ちました。その時、その建設業協会のほうから、今までやってきたような建

設業、公共工事が少なくなってきて、なかなか維持して、会社を維持していくのが大変だと。

そういう中で、６年前の水害があったときに、その災害復旧ということでなんとか息をつい

てきたけども、それもひと段落すると、あとそういう仕事もなくなるので、最後に出てきま

した、やはり、山の草刈でも何でもやるから、そういう仕事を公共事業としてやってくれな

いか、というようなお話もありました。そうだと思います。でも、私、２番目の質問で、そ

れも絡んでくるんですけども、それはこれだけ広い町で、それこそ、２番目の話もちょっと

しますけども、ユネスコエコパーク、自然首都・只見のユネスコエコパークで、本当にほか

の自治体との差別性をやっていくうえで、今、一番問題になっているのが、先ほど質問もし

ましたが、荒廃した農地とか、山林原野とか、そういう部分ですよね。里山整備ができなく

なっている現状の中で。建設業の人達だけでは賄いきれません。そして、質によっては、や

はり、もっと軽微な仕事とか、そういうのを考えれば、シルバー人材の人達にも活躍してい

ただかなければ、もう間に合わないような状態だと思います。本当にその、２番目の質問に

もなりますが、ユネスコエコパークの登録を受けて、この町が本当に差別性のある、本当に

住み良い町、人間と自然との共生。そういう部分の特徴ある町。誰が見てもそういうふうに

思うような、まず町にすることが大切だと思いますが、今の荒れ果てた状況。耕作放棄地と

か、そういうのも含めて、このような、それが歯止めがかからないような状態では、やはり

ほかと同じなんですよ。その差別性。只見町に入ったら、道脇の草はきれいに刈られている

と。その野山もきれいになってる。里と山との、ちゃんと境界線はきれいに草刈されている

と。河川もきれいだ。どこもきれいだと。でも、これ、きれいにするのは、全部、人力じゃ

なければできないですよ。建設業だけでもできないし、そういう中でやっぱり仕事を住み分

けていけば、そういう仕事もできるし、町で公共事業として取り上げられるのはそういう目

的があって、町をこういうふうにするんだと、このユネスコエコパークの登録の町として、

ほかとは違った住み良い町をつくるんだということが、それは俺は公共事業になると思って
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るんですよね。だから再三、町長にも申しております。どういう町をつくるんですかという

中で、やはり、そういう差別性。それを仕事にしていく。そのための労力の確保。そういう

部分で質問させていただいております。とりとめのない話になりましたけども、この辺のと

ころで町長、もう一回、答弁お願いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） たしかにあの、近年、少子高齢化。それと集落の維持といいますか、

昔あの、堤防の敷きとか、そういったところについては集落の方々が（聴き取り不能）で、

皆さん、管理をしていただいております。そういった中であの、労働力と人が減っていく中

で、徐々に荒れていくという状況が現在出ていることは確かであります。それを、ただ一気

に公共事業に切り替えるということは、非常にまあ、難しいこともありますが、自然の保護

については慎重に考えていくという必要はあると思っております。そういった中で先ほどら

い出ておりますシルバー人材センターのことにつきましては、趣旨については私も十分理解

をしております。それで、今回、前町長時代から、社協に委託という、といいますか、業務

をしてきた経過がありました。今年、先ほどらい申し上げております生涯現役促進地域連携

事業という、国の１００パーセント補助事業という提案がありましたので、それについて、

一応、申請をするという方針で、それと併せながら、まあ、アンケート等については並行す

るということではあったんですが、それに一つの掛けといいますか、いたしました。それで、

１年事業じゃなくて５ヵ年事業だかと思ったものですから、ある程度、すみません、５ヵ年

じゃなく３年だそうですが、そういった形で１００パーセント補助というのもひとつの魅力

なところもあったものですから、それに飛びついたと言っていいですか、そういったことで

今年度、不採択ということになりましたが、もう一度挑戦をして、またあの、そういった経

過の中で、場合によっては、社協からではなくて、町が直接やることも視野に入れて、新年

度に向けては取り組んでいきたいというふうに考えております。  

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 良かったです。補助１００パーセント。それだけに頼って、それで

は本当に、自分の町を良くするという部分で、もう本当に、なんていうのかな、もうちょっ

と積極的に、もう自分たちで、手弁当でやるんだ。自分たちの金でやるんだと。１００パー

セント補助で、前、ちょっと思い出すと、１００人からの人が集まらないとできないような

話もあったと思いますが、そうではないと思うんですよね。これだけ小さくなった町で、そ
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れこそいくら少子過疎高齢化が進んだとしても、単なるその、高齢の方っていうだけではな

くて、やはり高齢で、健康で、そういう考え方のある人の集まりですから。だからその、金

の問題もそうですけども、最後に町長が申されました、それであの、そういう部分でなくて、

町でも独自にやっていくんだと、そういうことも視野に入れて検討するということを、私は

そちらにも期待したいと思います。決して、１００人が集まらなくても、１０人でも、２０

人でも、こういうことをやっていくんだという、やっぱり俺は、この町をどうするんだとい

うところから考えていっていただきたいと思います。今日の、先ほどの、町でも独自にやっ

ていくことも視野に入れてという部分は、私にしてみれば、ああ、町がやるんだなっていう

ふうな解釈になって、議会だよりの私の部分にはそういう言葉も出てきますので、よろしく

お願いします。 

  それでは、別のほうの、２番目の質問に対する再質問。両方ダブってますので、あれです

けども、なんていうのかな、この答弁の中で、ユネスコエコパークに対して、自然環境の保

護、保全の大切さと人間と自然の共生との意義を町内外にＰＲする。あとシンポジウムとか

自然観察会を開く、どうのこうの、あります。まあ、本当にその、そういう面も、そういう

面が大切なユネスコエコパークの登録だとは思うんですけども、私が質問しております、ま

あ、受け入れ体制というか、それは、町民の意識、それから、もっとあれでいえば、町長の

意識、職員の意識、我々議会議員の意識。そして町民の意識。それが、本当にそのユネスコ

エコパークに登録になった後、こういう部分で人間と自然との共生というものを利用して、

町の活性化をやっていくんだというような話が、無理やりくっつけたんだか、なんだかわか

んないけど、そういう表現ありますよね。そうやって考えたときに、じゃあ、町民が、あら

ゆる年齢層とか、男女とか、いろいろありますけども、どういう認識でいるのかなというふ

うに思ったわけですよ。それを高めていくには、教育長あの、退任されましたけども、そう

いう中で、教育委員会で、その只見おもしろ学ですか。そういうのを推進町民大会をやった

り、それからガイドブックを町民に配布し、勿論、我々もいただいておりますけども、そし

て、検定試験をやったりして、そして本当に町民の意識を、考え方を、その只見町の歴史・

文化、そういうものをみんなでこう、認知して、それがほかから来た人に対する、やっぱり

受け入れ体制の基礎になるのかなというふうに私は考えたわけですよ。こういうものを、今

取り組んでいるものも今言いましたので、こういうものを含めて、やっぱり町として、今後

どうやっていくんだと。どこに力を入れていくんだというのが私の趣旨ですので、答弁をお
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願いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） たしかにあの、一つの目的に向かって進む場合と、今、只見町の場合、

総合政策課のユネスコエコパークの認定に向けた形で、ひとつのブナセンター、それから田

子倉館等を通じたひとつの組織のところと、教育委員会でやっているところとありますが、

根底にあるのは一緒なところはあります。そういった中であの、一つの部署で全てをやると

いうのは非常に困難なことがありますから、人財育成については、ひとつは教育委員会分野。

それから、エコパークに向けた精神と、それからそういった形で専門的な分野を掘り下げる

のがブナセンターというような形で分けた形の組織をしておりますが、そういった中であの、

大きく、それぞれの部署で育っていった人達を、これからは連携させるということを考えて

いく必要があるというふうに思っております。それでひとつの将来の姿が見えてくるのかな

という、例えばあの、ガイドのほうも、ブナセンター等では、大体２０人くらいの専門的な

のが出てきています。それから、教育委員会ではまた違う意味での、その検定をしたりしな

がら人材を育てようとしております。そういった中で、将来に向けたものをうまくまとめ上

げられれば、非常に良いんではないかなというふうには思っておりますが、ただあの、ブナ

センターにつきましては、今年度、若干、人的な配置のところで、不足なところがあります

ので、来年度以降はそこを立ち直らせまして、一つの組織機構の中でも位置づけを明確にし

ながら、この後はどこの課を中心としていくか。そういったものも調整しながら、うまく、

観光と、教育と、それからブナセンター等の連携の中でうまく事業を取り組んでいけたらと

いうふうに考えております。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 先ほどあの、只見おもしろ学検定試験の話させていただきました。

今の答弁ではあんまり感じなかったんですけど、だからその、本当に、町民に、もう広く認

識していただくということが大切かどうかって、それを大切だと思った後、この次の行動を

起こすのは、やはり、今回の検定試験で、去年、私受けました。今回は我々の議員の中でも

二人の同志が受けました。で、職員も、議会事務局の職員受けたりして、何人か受けており

ます。もう全員受けて、だからこの一般質問で、これ政策論争してんですよ。それに対して、

共感する部分とか、頷く部分があったら、できればそれ、行動に移そうじゃありませんか。

役場職員も全員受ける。議員も全員受ける。そして、町民も全員受けて、やっていくという
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のが、あれだけのまあ、おもしろ学のガイドブック、改訂版まで出てますよ。結構、金だっ

てかかってると思うんですよ。あれを配布して、あと埃まみれにするんではなくて、こうい

う時に活かしましょうよ。どうでしょう。町長。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 趣旨はわかります。私も、まあ改訂版が良いか、元が良いかという内

容の問題もありますが、そういった意味で目を通させていただいたりして、その町のことを

理解するというのは非常に良いことだと思ってます。それであの、検定のほうにつきまして

は、ひとつのアピールとしては進めていっても良いと思うんですが、それ以外のものもある

のかなということも考えておりますので、まあ検定についてはひとつ、じゃあ、検定を受け

た後、じゃあ、どういうふうにするんだということがありますので、そこの先の分を想定し

ておいて検定を進めていくということであれば、例えば検定が受けた中から、今度、ガイド

とか、いろんなところに、興味がある人を集めて連携させていくという、それは先ほど私が

ちょっと申し上げた意味のところが、そういった連携というのはそこにもあるということで

ありまして、そういった先のことを想定しながら、そういったものをやっていく必要がある

という、ただ検定だけでは、そこで終わってしまうということがあると思いますので、そう

いったこともこれから十分内部議論をしながら、どういうふうにまとめ上げていったらいい

かということを想定して取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 今言われた、どういうふうにまとめ上げていくかっていうことを、

私、今日まだ１回も使ってませんが、スピード感を持って、是非やっていただきたいなと思

います。 

  そういう中で、もう一つ、ちょっとメモしてあった部分なんですけど、ある町民から言わ

れたんです。只見町に入ってきたとき、大体、車で入ってこられた人のところから、前、看

板の話もしました。一番最初付いたのが、梁取にユネスコエコパーク登録。移行地域かな。

で、田子倉の下、宮渕に付いて、何年も私指摘して、やっと滝トンネルの出たところに付い

たんですけど、まあ、あの小さい、なんとなく見づらい、もっとでかくたっていいのかなと

思ったんですけど、ああいう看板はあります。それから、我々、ここにいる人、只見町の住

民ですので、どこの集落だ、どの地域だ、わかると思います。ほかから来るのに、車で来て、

カーナビで見るんですけど、カーナビの表示もいい加減なんだよね。そしてこの、本当に山
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村、農村だから、人家があまりないから、何もないところが多いんだけども、やっと入った

集落。これ、どこだっていったとき、わかんないんですよね。それを指摘されたんです。そ

の町で、例えば国道で、ポールに付いている、俺ちょっと確認したのは、梁取から来た時、

梁取に国道２８９号線で梁取って表示してあるのがあって、ガードレールのところに、下に、

梁取ってなってるところあって、梁取だけで、梁取の看板、大小合わせて五つあるんです。

小林に入ったら二個になって、大倉はゼロでした。そして、ずっとなくてきて、杉沢の熊倉

橋からポンと出たところのに、小さい、そこに長浜っていう看板ありました。あそこ、大字

長浜字杉沢だから、間違ってはいないですよ。ほかから来た人、カーナビでもなかなかその、

ちゃんとした表示ないし、絶対わかんないと思うんですよね。こういうところも、我々、私

も町民から指摘されて、それ確認して思ったんですけど、やっぱり受け入れ体制の一つだと

思うんですよね。只見町で、それも優しい、おもいやりのある、やっぱり、ことなのかなと。

これもちょっと検討していただきたいんですよ。やっぱり、町うち入ってきて、どこだかわ

かんないような形で、右往左往するというのもかわいそうだなと思いますし、せっかく来て

いただいた方に対する最初の優しいおもいやりかなとも思いますので、言ってみました。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） たしかにあの、集落の表示については、前から、大塚議員、一般質問

等でご意見をいただいております。それで、私もあの、昔から只見町は派手な看板は外すと

いうことで、景観条例等の中で、公共施設の看板は全部入れ替えたりして取り組んでまいり

いましたが、集落名を表示するということについては、そういったこととはまた別のことで、

非常にあの、訪れる方に親切なものであるというふうには理解はしております。そういった

中であの、建設事務所、県等の、道理管理者との協議をしながら、会津平のほうに行くと、

きちんと表示されている町村もあります。そういったところもありますので、不可能ではな

いとは思います。そういったことは、この後、是非検討はしていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） よろしくお願いします。 

  それではもう一つ。ここで、答弁の中で、４月から、組織機構の一部再編し、その中でユ

ネスコエコパークの取り組みを強化するために新たな係を創設し、強化していきたいと考え

ておりますという答弁でございました。まあ、ユネスコエコパークの取り組み強化というこ
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とでございます。こういうのも含めて、４月から組織機構の再編ということで、我々も期待

しておるわけですけども、町で本当にやらなければ、全部やらなければならないことなんで

すけども、最優先に取り組まなければならない課題というものは、こういうふうにその、集

中して、そういう特化したようなプロジェクトチームといいますか、そういう組織が必要だ

と私は思います。そういう中でひとつ確認なんですけども、そういう、何か一つの事業をや

っていくうえで、それを達成するまでに、大体、一つの事業というものを達成するのに、ど

れくらいの期間というものを意識して立ち上げてやるのかお聞かせください。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） ユネスコエコパークにつきましては、認定後、たぶん１０年で再確認

といいますか、そういったことがあるということで、間もなく５年近くなります。ですから、

その１０年の認定を一つの目安として、それに向けた形で、このユネスコエコパークについ

ては、組織を見直した中で、そこを目安として考えていきたいというふうに思っております。  

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 俺の質問の仕方がちょっと悪かったのかな。なかなか、思ったよう

な答えはないんですけども、まあ、わかりました。 

  それで、例えば組織再編の中で、職員の人事異動あると思いますが、この、私、ずっと疑

問というか、疑念を抱いているんですけども、その、職員が、まあ新しい課にまわって、そ

して、そこの課のことが、自分のやっている仕事が理解して、そして、町民の役に立つよう

な仕事ができるようになっていくと思うんです。そういうふうにして皆さん、やっていると

思うんですけども、職員が本当に活躍して、町のため、町民のためにやっていくためには、

私はその職の、ひとつ、どんなことでもまあ、役場職員のその担当のプロフェッショナルで

なければならないと思うんですよね。誰にも、このことに関して私はここでやっているから

絶対大丈夫だと。で、そういう職員になってもらいたいし、そういう組織で動いてもらいた

い。やはりこれだけ小さい町で、職員の数が適正かどうか、多いか少ないかはわかりません

が、それだけのこと、町民から言わせていただければ、それだけの給料もらってなんて言い

ますけども、ちゃんと給料以上の働きをする。そういう仕事をするのに、つまり仕上がるの

に、どれくらいかかると思いますか。町長はまあ、ずっと役場職員やってこられて、今、町

長になっておられますが、そういうのも含めて、そしてやっぱり、４月からの組織機構の改

編で、やはり考えていただきたいのはそこなんですよね。その、せっかく、その係になって、
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覚えたて、またポンとまわされたり、いろいろの考え方あるでしょうけども、本当にその人

が、役場職員として能力を最大限発揮できるような環境につくってやるのが、やはり必要だ

と思うし、そのためにここにおられるのは、その最後の集大成の課長になっておられる方も

いるわけですけども、どのようにお考えなのかお聞かせください。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 組織というものは、行政としてまちづくりに向けた中の仕組みですの

で、これはあの、何年ということはないと思うんです。１年の場合もありますし、３年も、

５年の場合もあると思います。それはあの、その時の執行者がやりやすいように、行政をや

りやすいようにもっていくのが組織だと思います。それで、ただ、職員の問題については、

これは人財育成の問題も絡んでますので、職員にも個性があります。そこで、どこの部署が

良いかというところといいますか、その職員が持つものを活かしていくということもありま

すが、ただ、あまりにも専門性にした場合、町職員として、こういう小さいところでは、非

常に、同じところに一生いなきゃならないというような形というのは、一部の部署に限られ

てくるということを思ってます。そういったことで、職員の研修等については常にやってい

かなければならないですし、どの部署にいっても対応できるような形の職員を育て上げるの

がひとつであると思ってます。ただ、そういった中で、特殊な専門分野という行政のところ

も最近出てまいりました。そういったところはまた違ってはきますが、全体としては、目標

としてはですね、どこの部署にいっても通用できる職員を育て上げるのが人事のほうの目的

だと思ってます。ただ、そういった中で、そのプロを育てるという考え方、非常によくわか

りますが、そこは人事の配置の中で、職員の希望をとったり、それから、過去の経験等を踏

まえながら、その部署を想定、配置していくというやり方を取らざるを得ないという、その

人財育成と組織というのは、私はちょっと違う形で目を見させてもらって取り組んでいくつ

もりでございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ２番、大塚純一郎君。 

○２番（大塚純一郎君） 町民が菅家三雄町長に期待しておられるのは、やはり、長年の行政

経験と実績。それを基に、やはり町のトップに立っていただいて、今のこの問題山積の、こ

の現状を打破していただきたいという想いで、それで皆さん、応援して、なられたというふ

うに私は思っております。今、町長申されましたように、そのような形で、良いまちづくり、

それを先頭に立って、そしてスピード感を持ってやっていただきたいという要望を申し上げ
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まして私の質問を終わりたいと思います。最後に一言お願いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 大塚議員のおっしゃること、非常に私も、痛烈にわかっております。

できるだけそれに努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○２番（大塚純一郎君） 終わります。 

○議長（齋藤邦夫君） これで、２番、大塚純一郎君の一般質問は終了しました。  

  続いて、１０番、目黒仁也君の一般質問を許可いたします。  

  １０番、目黒仁也君。 

          〔１０番 目黒仁也君 登壇〕 

○１０番（目黒仁也君） おはようございます。 

  通告によりまして、一般質問をさせていただきます。 

  私は今回、通告しましたのは３点ほどございます。 

  まず第１点は、地域づくりと、今ほどもございましたが行政組織についてということであ

ります。町長は、所信表明で、対話と住民協働。これを掲げられまして、民意を反映できる

体制づくりに努めると述べられております。一年が経過いたしまして、今後の行政組織機構

見直しの中で、この点を十分にご検討いただき、町民にお示しになるべきだというふうに考

えております。この点につきまして、町長の考えを、まず第１点お尋ねを申し上げます。  

  二つ目は、買い物支援バスの次年度対応ということでございます。平成３０年度の予算計

画についてお尋ねを申し上げます。 

  ３点目は、新庁舎建設に係る検証結果報告についてということであります。９月会議の一

般質問で、年内に検証結果の報告を行うということを答弁されております。今後の対応につ

いて町長の考えをお尋ねをいたします。 

  以上、３点お尋ねをいたします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） １０番、目黒仁也議員のご質問にお答えをいたします。  

はじめに、地域づくりと行政組織についてであります。町民の皆様または各区から、各振

興センター等に寄せられます陳情・要望などについては、その内容を十分に庁内で横断的に

協議し、丁寧な回答と不断の事業見直しに努めているところであります。このような中、地
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域の自主的な活動を支援することを目的として、２７集落に交付する、只見町集落運営支援

交付金については、今年度見直しを行い、交付基本額の増額などを行いました。また、地域

づくり活動を促す自然首都只見地域づくり交付金についても、各振興センターにおいて審

査・交付決定するなど交付までの期間の短縮と地域参画のより一層の促進を目的として制度

の見直しを図り、２期目としてスタートさせたところであります。当町では、只見・朝日・

明和の３地域それぞれに素晴らしい歴史と文化がありますので、それぞれの特色を活かし、

町全体の活性化に結び付けることが重要と考えております。ご質問にあります今後の行政組

織機構の見直しの中で、大変重要なのは地域づくりを担う各振興センターの役割であります。

よって、各振興センターについては、それぞれの特色を活かしつつも、統一性の確保と本庁

との連絡調整の強化を図るため、各振興センターを統括する職員の配置を検討することによ

り、３振興センター間の連携をより一層強化していく考えでありますので、ご理解をお願い

いたします。 

  次に、買い物支援バスの次年度対応についてでありますが、明和地区の買い物支援バス事

業は、明和自治振興会が平成２６年度に地域課題解決のために立ち上げられた事業であり、

現在まで、明和地区の多くの高齢者の方が利用されている事業であります。平成２６年度か

ら３年間は、福島県地域創生総合支援事業補助金と町の第１期自然首都只見地域づくり交付

金を、本年度はアサヒグループ商業コミュニティ助成事業を活用のうえ運営されております。

次年度である平成３０年度については、第２期自然首都只見地域づくり交付金事業を活用し

ていただければと考えております。町といたしましても、現在、只見町商工会が主体となり

町全体をカバーするドアｔｏドアシステムの買い物支援として運行している雪んこタクシー

等の利便性の向上を図るとともに、住民にとってより効率的、効果的で公平性のある公共交

通体系の確立に向け、関係機関を含めて検討してまいりたいと考えております。  

  次に、新庁舎建設に係る検証結果報告についてであります。役場新庁舎に係る検証につい

ては、副町長が県と協議をしながら次のとおりとりまとめをいたしました。まず、結果的に

建設に至らなかったことをもって全ての支出が無効になるわけではないこと。次に、各支出

については、その時点において必要なものであり、事務執行上、一部不適切な取り扱いはあ

ったものの、それぞれ有効に成立しているとのことでありました。しかしながら、一部に不

適切な事務執行があったことは事実でありますので、しっかりと襟を正して、今後も引き続

き適正な事務執行に努めてまいります。 
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  以上でございます。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 再質問をさせていただきます。 

  まずはあの、１番目の、地域づくりと行政組織についてということであります。今のご答

弁でも、今後の、いわゆる見直しの中では、最重要なのは振興センターと、の役割だという

ご答弁でありますので、ご認識は一緒かなと思いますけれども、まずですね、今回、事務改

善委員会の中で、今後の役場の行政組織機構の見直しを全体的におやりになってきたわけで

あります。そこで、まず今回の、いわゆる目的。これは何だったのかということをまず第１

点、簡潔にお願いをしたいと思います。今回の見直しの一番の目的は何でしょうかという点

であります。 

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） それでは、目黒仁也議員のご質問にお答えをいたします。  

  今回、事務改善委員会のほうで、４回にわたりまして検討を進めてまいりまして、私のほ

うで終始一貫して重視をしてまいりましたのは２点ございまして、不断の行政改革の努力。

これを継続してやっていくということで、より効率的・効果的な組織運営を目指すというこ

とが１点。２点目が人口減少対策など、様々、行政諸課題ございますので、そちらに対応で

きるような、より効果的な組織を目指すという、この２点につきまして努めて見直しを行っ

てまいりました。 

  以上でございます。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 今、２点ほどご答弁いただきました。効率性と人口減少対策に対応

するための効率的な組織ということだそうであります。質問と繰り返しになりますけれども、

昨年の所信表明の中で、町長おっしゃてるのは、やっぱり第一に住民協働。そして、私こだ

わりたいのは、いわゆるその、民意が反映できる体制づくりという点であります。これを町

長、明確におっしゃっているわけであります。で、今回の、いわゆる委員会の中で、こうい

う、その長が目指される組織体制といいましょうか、この体制。民意が反映する体制をつく

りたいんだというあたりは、いわゆる議論になっておりますでしょうか。  

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） 目黒仁也議員のご質問にお答えをいたします。 
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  おそらく、その辺につきましては、まさにこの振興センターのあり方という部分であろう

かと思います。こちらにつきまして、非常に今回の事務改善委員会の中でも大きな議論のポ

イントとなったところでございまして、その中で、前回もちょっとお話をさせていただいた

ような気もしますが、３振興センター、それぞれまあ、様々、地域特性ございますので、そ

ういうのの独自性は当然あるだろうと。一方で、全てバラバラでいいのかと。ある程度、統

一性もあったほうがいいだろうということで、独自性と統一性と、それが観点で、振興セン

ターのあり方につきまして、ここでは、先ほど町長答弁で、連携の強化ということでござい

ますが、そのような振興センターのあり方を強化していくと、そのような形での議論を進め

ておりました。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 振興センターが大事だというところは私も一緒であります。そこで、

ではですね、振興センターの内容を今後検討されるにあたりまして、今まで、いわゆる地区

センター構想が出て、現在の振興センターになってきているわけであります。で、今現在の

振興センターになってからも何年か経過はしておりますが、この辺のまず総括はされており

ますか。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 振興センターに、平成２６年度に、いわゆる公民館的機能を用

いたものということで、公民館的手法を用いた振興センターということで、地区センターか

ら振興センターになったということが２６年度の改定の主なものというふうに考えておりま

す。で、そういった中で、今、４年目を迎えているという形ではありますけれども、その中

で、それぞれ独自性について様々な取り組みが進んでいるというふうな中での議論はござい

ました。ただし、先ほど副町長が申しましたとおりですね、独自性の部分と、ただし統一性

の部分について若干の綻びといいますか、連携について若干弱い部分があるというようなこ

とで、そこについての、いわゆる結びつきをつくろうというような議論が事務改善委員会で

の話の中で、内容でありました。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） そうしますと、センター間の問題がひとつ、やっぱり問題だったと、

そういう総括をされたということでしょうか。ですね。ひとつ、それが課題というふうにあ
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がってきたということですね。で、じゃあ、その点申されるのであればですね、私はこうい

った議論を持っております。今、住民から、いろいろその、問われているのは、その振興セ

ンター間の、いわゆる連携よりもですね、いわゆるセンターと住民との連携強化だと思って

るんですよ。ここにやはり、今の振興センターの中のひとつ課題があるのではないのか。む

しろ住民との連携がやっぱり今。だからその点ちょっと、当局の答申の内容と私、考え違う

のかもしれませんが、そこに非常に今、問題があるのかなというふうに思っております。こ

の点はどのように今、ご認識なさってますか。 

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） ご質問にお答えいたします。 

  まさに、そのような部分で、ただ、おそらく、それぞれ、只見・朝日・明和ということで、

３振興センターございますが、それぞれこう、なかなかその取り組みの内容等々、異なる部

分ありまして、ひょっとして、ある振興センターにおいてはその辺がしっかりとやれてる部

分もあって、ひょっとして、その部分が弱い部分も、まあ、弱いところのセンターもあるの

かなということで、そういった意味で、ある程度のその統一性といいますか、それぞれこう、

連携、情報共有をしながらやっていくことによって、その辺の住民との、結びつきという部

分も強化していくことができるのではないかということで、今回のような提案をさせていた

だいております。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 私が考えております今の振興センターの課題というのは、今申し上

げた点がひとつと、やはりその地区センターから今の振興センターに変わった時に、正直申

しまして、やっぱり看板が変わっただけだったということであります。地域づくり推進員が

生涯学習推進員に変わったと。地区センターが振興センターに名称が変わったと。あと、交

付金は新たにできておりますけれども、機能としては何ら変わりはなかったというふうに私

は思っております。これは住民に問われても、なかなか納得のいく説明もできませんでした

し、私もあの、職員の方と、じゃあ、どこが、どうなんだということは議論させていただき

ましたけれども、なかなかそこはやっぱり明確な答えが出なかったということであります。

それがひとつ、私は課題だというふうに思っております。なので、今回の見直しの中では、

やはりそういった反省の中から、やはり町民の方が、ああ、変わったと、良くなったんだと
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いうような実感が得られるような、やはり見直しをしていただきたいということなんですよ。

一番は。 

そこで、もう一つあの、疑問がありますけれども、この前、委員会の説明資料で、答申の

内容が資料説明ございました。５点ほどまとまっておりましたが、その中の振興センターに

ついて申し上げますけれども、今ほども話が出ておりますその統一性を図るため、統括する

振興センター長を置くという考え方のようでありますが、本来、独自性があって良いと思う

んですよ。それは今、町長もおっしゃったけれども、この独自性というところが、本当に担

保できていくのかなというような、単純な懸念ひとつございます。この点はどうでしょうか。

統一性ということおっしゃってるけども、なかなか一人では、（聴き取り不能）だいぶ違いま

すからね。 

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） お答えいたします。 

  独自性というのは私もまさにおっしゃるとおりで、むしろそこはしっかりやっていく必要

があるだろうと思っております。まったく独自性を否定するものではございません。ただ一

方でその、それぞれ最低限度の取り組みといいますか、それぞれの振興センター底上げして

いくような、そんな形で必要であろうということで統一性という言い方をさせていただきま

した。独自性につきましては、何ら否定するものではなく、それはしっかり取り組んでいく

必要があるというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） ではですね、いわゆる、３地区それぞれ課題が違う。相当多くの課

題があると思いますけれども、例えば一人のセンター長さんで、３地区課題が把握できるの

でしょうか。ここも非常に私は単純な疑問がございます。どうでしょうか。こういった議論

はなかったでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） ちょっと、言葉があれかもしれませんけれども、基本的には現

状の振興センター、３振興センターの形としては、そのとおりに現状を維持しつつ、その、

当然、統一した業務もあったり、統一して進めなければならないような内容も当然出てきま

す。そこについて、若干、課題があったということで、今回、統括する職を設けて、なんと
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いいますかね、それぞれ、劣っていた部分は底上げしたりというようなことで、それぞれの

振興センターが良い形になっていこうと、いくようにというようなことでの今回の事務改善

委員会での考え方でありまして、今までのそれぞれの振興センターの独自性というもの、目

黒議員がおっしゃっている独自性というものについては何ら変更はないというふうに考えて

おります。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） お聞きしてますのは、その一人で３地区課題が掌握できますでしょ

うかという疑問であります。この点であります。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） それぞれ、３振興センター長がおりまして、そこで、基本的に

は完結する、課題解決にあたるということでありまして、まあ、正しい言い方じゃないかも

しれませんが、内部事務的な形での統一性を図っていこうというのが今回の大きい主眼とい

うふうにご理解いただければと思います。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） そうしますと、センター長さんは三人おられるということなんです

か。それを統括されるのが統括センター長さんということなんですか。で、私はあの、セン

ター長さんがお一人になって統括されていくのかなという理解をしておりましたが、そうで

はないということですね。そうではないですね。はい、わかりました。 

  で、このですね、今、たぶんこれ答申の段階であろうと思います。今後、たぶん、今回の

見直し案が最終的になるためには、たぶん審議会を通されて最終案がまとまるという段階に

なろうかと思いますけれども、私、今、さっき中間で申し上げましたけれども、やはり住民

の方が、ああ、良くなったというところが一番重要であります。これはあの、側ではなくて、

機能の部分であります。ですから、審議会にですね、お諮りになる前に、もう一回その、議

論されていたかもしれませんけれども、いわゆる振興センターの、いわゆる機能であるとか、

いわゆる役割であるとか、そういったことを、やはり庁内でもう一回よく議論をしていただ

きたい。そのうえで、やはりあの、審議会におかけいただきたいと思います。今、本当に、

過疎高齢化によって、本当に集落の住民の生活。これにやはり相当目を向ける必要がある。

これは、そういったご認識だから町長も、こういったことを言われているんだなというふう

に思いますけれども、そこをやはり具体化させるためには、是非このことをですね、よく内
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部でもう一回議論をいただきたい。町長、一言お願いします。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 振興センターの内容につきましては、たしかにまだ、非常に大きな課

題がないわけではないと思っております。まだあの、従来の社会教育を根底に持った振興セ

ンターの分野と、それからそれを離れようとしているんですが、やはり離れきれないといい

ますか、やはりそういった中で、その地域課題を取り上げるのが、本来、そこで立ち上がっ

たわけですが、なかなかその分野を切り捨てられないまま事業をしているということで、そ

の地域課題に向けた取り組みが弱いというご意見も聞いたことがあります。ただあの、地域

のことについて、それを特化させるという形については非常にあの、疑問なところもありま

すので、今まで地区センター制度が導入、それから振興センターが導入される中で、随分こ

こは議論されてきたところだと思います。それで、まずあの、そのセンターを根底から見直

すということは今、ちょっと無理な動きかなと思っておりますので、一応あの、従来の形を

継続させながら、より良い方向に組織を持っていきたいというふうに今考えております。そ

れで、ただあの、先ほど言われましたように総括という形は内部ではやらさせていただきま

すが、事前に、その情報公開をして、先に進めるということは日程的なこともありますので、

行革審議会、それから議会のほうの全協等の中で、そういったところ、組織機構については

説明を申し上げながら、とりまとめていって、４月から動けるような形にもっていきたいと

いうふうに考えております。そういった中であの、振興センターについては大きく組織替え

するには、若干、日程的なことがありますから、今ある組織をベースにして、より良い方向

に進めるような形に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） ベースにして、より良い方向にということであります。まあ、そこ

は理解できます。 

  私、ここでひとつ提案申し上げたいんですけれども、やっぱりその機能性、機能性という

ふうに申し上げておりますが、いわゆる住民の声や、意見や、要望や、願いや、そういった

ものを振興センターがある程度把握をされ、本庁にそれが通って、いろいろ対策を講じられ

るという中で、この、いわゆる地域づくりの、集落地域づくり全般の業務。私は、今日申し

上げようと思っておりましたのは、このことを副町長の直轄として、おやりになったらどう

でしょうかという提案です。総合調整も含めて。そのぐらい今、集落には課題が多いし、住
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民の生活には課題が多いし、そこにやっぱり、今回の組織見直しの中で一番の重点を置いて

いただきたいということなんですよ。唐突な提案でありますけれども、どのようにお考えに

なりますか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 貴重なご意見ありがとうございます。 

  一応、それが可能かどうかも含めながら、ちょっと検討させていただきたいというふうに

思います。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 是非、テーブルに上げて、実現するように、取り計らいをいただき

たい。となると、これやはり、町民はやっぱり、変わったなという感は絶対お持ちになると

思いますよ。で、勿論そこは、機能性も上げていくということにもなろうかと思います。本

来であれば、総合政策課長のところかもしれませんけれども、なかなか今度、業務もまた増

えるというような内容もありますので、そこはもう一回、総合的に是非検討なさっていただ

きたいというふうに思います。 

  それと、組織については、概ね、申し上げたとおりで、今回の振興センターの改革につい

ては全体の中でもやっぱり、重点を置いた見直しにしていただきたいと。そして、住民が是

非良くなったと思えるような組織改革にしていただきたいと。やはりそれは冒頭申しました

ように、町長が所信で述べておられるように、民意を反映する体制づくりということであり

ますから、ここにやっぱり目玉を置いていただきたいということであります。  

  もう一つ、おっしゃっておるのは、対話ということをよくおっしゃっておられる。これも

所信の一番冒頭にあがってまいります。そこで、これもあの、先般、議会報告会の中で、住

民から出た声であります。いわゆる町長、執行部の声をもっと聞きたいと。町政懇談会ない

のかと。本来であれば、予算編成前、まわられて、予算編成に活かされるというのが本来か

なというふうに私は思っておりましたが、ない。住民の方は、単なる意見や要望だけでなく

て、やはり行政情報をいろいろ聞きたいと思うんですよ。これ、まあ、予算編成、もうだい

ぶ詰まってきておりますけれども、今計画されておられますでしょうか。今後、どうでしょ

うか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 広報広聴関係と併せながら、私なりには、ちょっと、まあ、今年度、
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災害等がありましたので、年明けできれば、まあ、箇所数についてはこれから検討させてい

ただきますが、計画を組んでいきたいというふうに思っております。  

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） これは、当局で独自に組まれる分ですから、とやかくは申し上げま

せんけれども、住民の声としてございましたので申し上げさせていただきました。  

  それと２点目でございます。買い物支援バスの件でございますが、答弁では、前回と同様、

地域づくり交付金で対応ということでありますが、この前申し上げましたように、地域づく

り交付金というのは、本来はですよ、本来は地域の団体の自主事業に充てるための財源とい

うふうに私は理解をしております。まあ、買い物支援も自主事業ではありますが、住民の足

という視点から申し上げれば公共交通という視点だってある。だからまあ、答弁書にもあり

ますように、今後、検討していくという回答であろうかと思いますけれども、今の地域づく

り交付金の枠内でというご答弁ですけれども、これ、予算足りないと思うんですよ。その辺

は、もし、地域づくり交付金でおやるというご答弁であれば、予算計画をきっちり出して、

それはあの、経費をなるたけ節減するという努力は必要ですよ。それは必要ですけれども、

見合う分は予算化されていくという方向ではないんでしょうか。これだとたぶん、当然、地

域の団体からも、新年度早々にいろいろな要望が出てまいりますから、バスの対応分、私、

ないと思うんですけれども、どうでしょうか。補正されるんでしょうか。どういうお考えな

んでしょうか。センター長。 

○議長（齋藤邦夫君） 明和振興センター長。 

○明和振興センター長（横田雅則君） お答えいたします。 

  今のところ、３００万、各振興センターのほう３００万ですので、その予算の中で対応を、

ご活用いただければと思っております。ただあの、その中で、たしかに、今、年間、予算は

３００万程度かかっておりますので、そちらのほうの事業の内容ですとか、そちらのほうも

精査いただいて、できる部分、また効率的になる部分も含めて検討していくべきと思ってお

ります。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 補正されるということでしょうか。補正をお考えになるということ

でしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 明和振興センター長。 
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○明和振興センター長（横田雅則君） 今の段階で補正ということは申し上げられませんけれ

ども、その中でどういうものが、出てくるか。これから募集、新年度にかけていたしますが、

その中でいろんな事業出てくると思います。その中でどうしても必要というふうな場合には、

そのような可能性もあるかとは思いますが、今の時点では明確なことはお答えできません。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） これ、３００万円ですから、今、大体、買い物支援に年間かかって

る経費が３００万円弱ですか、２００数十万円かかってるわけでありますが、非常にこれ、

できなくなる可能性が、やっぱり今現在でも明確だと思うんですよね。であれば、やはりそ

こはもう、予算をきちんとお取りになって、対応をなんでなさらないのか。そこが私わかん

ないんですよ。ですから、そこは前回申しましたように、地域枠なら地域枠という別枠を設

けられたらどうでしょうかと。で、要項対応も別な要項でおやりになったらどうでしょうか

ということを申し上げているんですよ。何故、来年度以降、支援というお考えを申し上げな

がら、予算は非常に曖昧なんでしょうか。そこがどうもわからないんですよ。もう少し踏み

込んで答弁いただけませんか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

  町長、答弁願います。 

○町長（菅家三雄君） 先ほどらいから出ております買い物支援バスにつきましては、あくま

でも地区の自主事業というふうに理解をしております。ということは、町全体としての考え

方から生まれた事業じゃなくて、その地域の課題解決で、その地域が独自に取り組んでこら

れたということ。それで、その事業が終わったからといって、ストレートに町にということ

は、政策課題としてはいかがかというふうに思っております。その場合は、従来申し上げて

おりましたように、現在、何もしてないんであれば、それは考えていかなきゃならないひと

つの課題だとは思いますが、過去から、雪んこタクシーとか、そういった、元々は会津バス

で幹線しか行かなかったのをタクシーに切り替えて、家から家。それから家から商店という

サービスを向上させて対応してきて、それを、その間に買い物支援バスで同じルートを走ら

せて、ひとつの公共交通という考え方というのは、若干、いかがなものかという、例えばそ

れを認めた場合、全町同じ形で走らせるということが要求があった場合、全てやらなきゃな

らないという形になりますので、これにつきましては、即、そのための予算ということにつ

いては、私なりには疑問を持っておりますので、ただあの、先ほどらいありましたように、
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その地域枠として交付金を設定しております。それで、その地域の中で協議をしながら、総

枠は３００万でありますが、事業の内容を精査して、例えばその中で、その地域の中で取り

組めるものであれば、それは取り組んでいただいてもよろしいとは思いますが、それを即、

予算化するというのは、現在のところ、先ほど私申し上げましたが、そういったところを取

り上げるには、現行の制度について、もう一度見直しなり、そういったことを考えていかな

い限り、即ということについては、即、予算ということについては、今検討はできないとい

うふうにご理解いただきたいと思います。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） あの、いわゆる、来年度以降に、３０年度については、朝日のやつ

が切れてしまうから、それはまあ、支援しましょうという、いわゆる姿勢を出しておられる

わけですよ。今、町長おっしゃったのは、今後の、将来的なものも含めた公共交通について

は検討するとおっしゃってるわけじゃないですか。とりあえず、来年度の分を今申し上げた

いんですよ。次年度は、一応、町は支援する姿勢を出しておられるのに、予算がなければで

きないでしょうという、単純なこれ、疑問であります。まあ、そこは、いわゆる３００万の

枠でなんとか工面してやれというのは、これは無理な話ですよ。むしろ支援しないというこ

ととイコールですよ。これは。手法はいろいろあるかもしれませんけれども、最低限の必要

経費は支援されるという姿勢があるんであれば、当然、予算がなければ、これ、裏打ちがな

いわけですよ。そこを申し上げたいんですよ。そこをこんな不明確な話では、たぶん、ここ、

地域の方は、なんだ、どうなんだという、これ、不安は拭えないと思いますよ。今かかって

いる経費を圧縮するには、これは努力は必要ですよ。必要ですけれども、３００万では到底

できないんだと思いますよ。でも、町は支援しますという、この前のご答弁ですよ。自主事

業ですから交付金の中でやってくださいというご答弁だったんですけどね。今の、来年度以

降のことと、将来のことは、これ、私は分けて考えたいんです。とりあえず３０年度につい

て、予算、町長はちょっと消極的な今、ご答弁であり、これではもう、やらない、イコール

ですよ。もう少し明確なもの出されたらいいんじゃないですか。いずれ将来的なものは検討

するというふうにおっしゃってるわけですから。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 来年度につきましては、先ほどらい申し上げております現行の制度の

中で、その事業を見直しながら取り組んでいただきたいというふうに申し上げておりまして、



- 45 - 

 

それで、この買い物支援バスありきの予算要求では、制度的な中では困難ではないかという

考え方を申し上げております。それであと、従来とも出ておりますが、雪んこタクシーの制

度を入れたとき、課題となっております田島までの乗り入れ等について、またひとつの課題

として出てきました。そういったもの全体を含めた中での公共交通のあり方については、今

後とも取り組んでいかなきゃならないという考え方を、であることを申し上げたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 町長、それ、わかるんですよ。全体の公共交通は、当然、２８９、

ＪＲ線含め、そういった開通も含めて、いわゆる観光対応も含めた、いわゆる公共交通の体

系は再検討されるべきだと、これ思います。それ、今、町長おっしゃったんだと思いますけ

れども、それは今後のことでありますよ。これもたぶん、即できるものではない。いろんな

調査必要ですよ。だから、一年・二年かかるかもしれませんけども、それはまあ、それです

よ。今後のことですよ。私申し上げたいのは、来年度。これ、どういうふうに答えればいい

んですか。町は地域づくり交付金で対応、まあ、してくださいという答弁でしたと。もしか

すれば、他の団体も、当然、補助申請しますから、もしかすると半年で終わってしまう可能

性もあるということですか。それでもいいということなんでしょうか。この前、１２月の５

日に、議員３名で体験乗車いたしました。本当にどういう想いであの地域の方乗っておられ

るのか。黙って、どんな会話があるのか。聞いたり、お話をさせていただいたり、乗ってき

ました。本当に頭に残っているのは、感謝をされているんですよ。こんな年寄りにこんなこ

とをしてもらって、本当にありがたい。もうバイクも乗れない。買い物行けない。本当に助

かる。で、１週間分の大体、もの買われますから、だいぶ荷物は重いんですよ。それは添乗

員の方がヘルプして下さる。本当に助かる。ありがたい。あの実態、あの現場をね、やっぱ

り体験しますと、やはりこれ、あれほど喜んでおられるものをですね、やめるわけにはいか

ないですよ。それを、既存の予算３００万でということで、もしかすれば、年度途中で終わ

ってしまうかもしれないじゃないですか。こういったことも言われましたよ。内々、ちょっ

と小声でですね、やっぱりね、来年度以降、どうなるかわかんないという不安持っていらっ

しゃるんですよ。なくなっとっかやって。いや、その辺を、実態をいろいろ勉強させてもら

うために、今日は３人で乗ってますというような会話がありましたよ。あれほど喜んでおら
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れるものを、やはり、一年間、来年続かないかもしれないなんていう話は、ちょっとね、酷

ですよ。来年以降のことは来年以降のことで整理をしましょうよ。とりあえず、次年度、な

んとか一年繋がるように、ご努力いただきたいと思います。町長、もう一回答弁ください。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 町の考え方は、ひとつ緩めると、そのまんま通ります。ということは、

来年、また認めれば、同じ要求でこられるというのが行政のひとつの流れにはなっておりま

す。ただあの、ここのところはしっかりやっていかないと、この先、制限がなくなるという

ことが危惧されますので、私は、他の制度がなければやっていきます。他に、それが可能な

ものが町がやっている以上、二重にやることが良いかどうか。二者選択をされる場合であれ

ば、それは検討課題になると思いますが、そうした場合、大きな問題もちょっと出てきます

ので、その辺はまあ、地域の人も踏まえながら、理解をいただきたいと。それで今できる範

囲内の中で、曜日を減らすとか、回数を減らすとかの工夫をしながら、その原形の予算の中

で、地域の中で議論をし合って、取り組んでいかれるということについては、町としては別

にあの、規制するものでも何でもありませんので、そこが地域の考え方だと私は思っており

ます。それで、将来的にその３００万が良いのか、悪いのかというのは、これは全体の議論

であって、その地域の中で、非常に多いということ、少ないんでもっと多くとなればなんで

すが、今年の実態を見ますと、まだ一次募集では余って二次募集とかというような姿を見受

けられますので、その辺も踏まえながら、予算については別に考えていくということでご理

解をいただきたいと思います。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 是非、町長、これあの、３００万の枠ということでスタートされる

ということでしょうが、是非その、いわゆる経費を節減するという努力は当然踏まえながら

ですね、当然、現場もやらなきゃならないと思いますよ。ただその、途中でやっぱり、でき

なくなったとか、そういったことは是非ないように、是非そこはご努力いただきたいと。尚、

その点を強く町長に要望しておきます。 

  そしてですね、今後のことについては、答弁書にありますように、ご検討されるというこ

とでありました。これ、以前、昨年の９月、地域から陳情が出ております。議会は採択とい

うことで決定しております。で、町当局としてはどういう回答をなさっておられますか。こ

の陳情に対して。 



- 47 - 

 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 今、手元には持ってなくて、明確にお答えできませんが。大変

申し訳ありません。その買い物支援バスについて、今後、検討するというような形での回答

だったというふうに記憶しております。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 答弁書ではまあ、検討するということでありますが、実は昨年９月、

非常にあの、やっぱり、全体の見直しをすると。今の買い物支援バスの多面的な機能は理解

をする。今のシステム含め全体的な見直しをするというような回答を出されております。こ

れも、陳情者から内容をご提示いただきました。そこでこの一年は、検討はされております

でしょうか。されておらないでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 買い物支援バスと雪んこタクシーということで、町長、先ほど

から申しておりますとおり、重なる部分があるというお話されておりますけれども、雪んこ

タクシーですけれども、月曜日から金曜日まで運行しておりまして、一日に、旧バス路線の

分は別としまして、一日に、行き６本、帰り６本ということで、約１時間おきに出ておりま

す。ということで、足、いわゆる足の確保、公共交通としては確立をしているということが、

先ほどの町長答弁の中であるということだと思います。で、あと買い物支援バスがご利用に

なられている方についても、相当数の方が雪んこタクシーも併用して利用されている方が多

いというふうに聞いておりますので、そういうような意味からしましても、いろいろ、当然

あの、買い物支援バスも様々、利点あろうかと思いますけれども、公共交通という面からし

ますと、先ほどから繰り返している町長答弁のとおりですね、雪んこタクシーで町内の公共

交通は賄われているというような認識で、さらに明和地区の独自事業として地域づくり交付

金をご利用いただいて、さらに福祉的な側面も含めて実施をされるということは、町長答弁

も否定をしていないというふうに理解をしておりますので、現状、そのような検討というこ

とでございます。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） そうしますと、この答弁書は、いわゆるあの、公共交通体系の確立

に向けて、関係機関を含め検討してまいりたいというこの答弁書は、買い物支援は抜いてと

いう話なんですか。買い物支援はあくまでも地域の自主事業でやってくださいよという考え
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方なんですか。買い物支援バスも含めて、将来の様々な観光交通体系含めて、全体を見直す

という答弁ではないんでしょうか。これ。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 全体を今後見直していくということでございます。買い物支援

バスで、添乗員さんを付けて運行されているということで、雪んこタクシーはまあ、自分で

乗られる方が、ということでございますが、まあ、バスに乗られる方なんで、基本的には雪

んこタクシーも乗られるとは思いますが、若干、足が弱いであったり、付添があったほうが

いいというような方について、たぶん、そういうところを、いわゆる課題として捉えられて、

この事業を始められたんだろうというふうに考えておりますので、そのあたりですね、いわ

ゆる、若干、付添が必要な方についての公共交通として今後どう考えていくかというところ

については、この全体的なものも含めてですね、検討していくということでございます。  

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 何度も何度もすみません。やっぱり住民の足という視点を、是非重

く考えていただきたいんですよ。まあ、今、例えば雪んこタクシーから、様々、業者様にお

願いしているもの。福祉的な交通で振興公社様にお願いされているもの。いろいろあります

よ。ありますけれども、そこにきて、たぶん、こういう、住民の需要が出てきたというのは、

やはりいろいろな社会的な背景もあるんですよ。で、あくまでもその地域の自主事業で始ま

ったっておっしゃるけども、これはやはり、そういった要望が出た時点で、町が相当、協議

されてる経過もあるんですよ。あるんですけれども、そこはまあ、様々な財源確保の面で、

最初は県の支援で行ってこられたというような経過だと私は理解をしております。ですから、

まるっきり勝手に、地区がですね、こういった需要があるからということで始めたというも

のではない。当然、町に相当な協議があったというふうに私は理解をしております。基本的

には、なんていいますかね、業者さんが独自にやっておられる、いわゆる事業でないんです

よ。町がやっぱりお金を出されて、委託されて、今の交通体系があるわけで、そこに新たな

やはり、住民の要望なり声があれば、それはやはり見直していくのが私は当然だと思います

し、今あるものがだめだと言ってるわけではないんです。それも含めて、将来的な、いわゆ

るＪＲ、２８９なども含めてですね、観光も含めて、もう一回検討する時期ではないんでし

ょうかという提案であります。是非そこは前向きにご検討いただきたいと思います。非常に

あの、バスについては、私自身はしっくりいかない終わり方でありますが、町長にはよくお
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願いをしておきます。 

  それと、３点目に質問をしました新庁舎建設に係る検証結果報告ということであります。

これはあの、副町長が県と協議をしながら、次のとおりまとめられたという内容を三つほど、

ご答弁をいただいておりますが、一般質問というのは、これ、事務事業に対する質問ですか

ら、なかなかこれ、限度があろうかなというふうに思います。ただ１点だけ、ちょっと、教

えてください。前回、答弁されました、いわゆる年内に何らかの形で議会に報告されると町

長おっしゃったこの関係。これは、これで終わりなんでしょうか。その辺のお考え。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 議会でということで、前回、一般質問の中で議論をさせていただきま

した。それであの、９月の１１日付で、一応あの、決算審査の報告に対するその対応につい

てということで報告をさせていただきました。そういった形で議会には報告させていただい

たと。それで、まあ、不確定の結果を真摯に受け止め、今後の財政執行に、不認定ですね。

すみません。不認定の結果を真摯に受け止め、今後の行政執行に努めてまいりますというこ

とで、先ほど答弁にも、したとおり、一応、そういった形で検証しながら、ひとつの区切り

をつけたというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） 内容にはそう突っ込まないですけれども、この前、町長おっしゃっ

たのは、一般質問のご答弁で、年内には議会の皆様に何らかの報告をすると。まだ、ちょっ

と、若干、精査をしているところがあるというふうにおっしゃったものですから、お聞きを

したんですよ。決算認定の関係じゃありません。一般質問の答弁の関係です。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） それで今回あの、目黒議員から改めてご質問をいただきましたので、

検証の結果報告につきましては、先ほど私が述べたとおりでございます。  

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） あと４分あります。でも、だいぶいろいろ話をさせていただきまし

たけれども、一番やっぱり申し上げたいのは、やっぱり今、なんていいますかね、外向きな

ことよりも、集落内、地域内が非常にやっぱり弱まっている。これは町長も十分ご認識だと

思います。そういった非常に想いがあるものですから、組織の考え方とか、いわゆる地域か
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らあがっている、こういうバスの関係とか、いろいろ申し上げました。是非そこは重く受け

止めていただきたいし、たしかにあの、外向きな政策も重要です。重要ですけれどもやっぱ

り、この高齢の中では、本当に住民の生活に目を向けていくことが今非常に大切かなという

想いがうんとあるんですよ。やっぱり、いろいろ歩いたり、話を聞いたりしていますと、痛

切にそこ感じますから、是非そこは、今回の組織の中でも、是非、一歩前に進めていただき

たいし、いわゆる住民の生活の声からあがったこれ、バスですから、それはやっぱり温かく

ですね、町長、見てくださいよ。ということを申し上げて、私の質問を終わります。町長、

最後に一言お願いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 新庁舎建設に関してましての経過、じゃない… 

  バス。すみません。バス。失礼いたしました。バスにつきましては、地域のことのご意見

は十分踏まえますが、ただ、行政としても、ひとつのまあ、考え方といいますか、基本的な

ところは持ってしっかりと取り組んでいく必要があるというふうに考えておりますので、そ

ういった中でご意見をいただいたものについては、将来の公共交通の中で、そういった地域

の活動もあったと。それから、そういったことについての要望もあったということは十分に

踏まえながら、公共交通については考えていかなければならないとは思っております。そう

いった意味で、今後は、そういった考えを基本として取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（齋藤邦夫君） １０番、目黒仁也君。 

○１０番（目黒仁也君） やっぱり地域は今、昔と違って、切磋琢磨していく時代かなという

ふうに私は思います。ですから、一律、同じ飴をかけるんでなくて、やはり競争していく。

だから伸びるものは伸びる。課題も違うわけですから、そこはやっぱり、そういった考えが

今の時代に合った考えだと私は思っておりますから、是非そこも重点に考えていただきたい

と思います。 

  以上をもちまして、質問を終わります。 

○議長（齋藤邦夫君） これで、１０番、目黒仁也君の一般質問は終了いたしました。  

  昼食のため、暫時、休議いたします。 

  午後の会議は１３時１５分といたします。 
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     休憩 午前１１時５１分 

 

     再開 午後 １時１５分 

 

○議長（齋藤邦夫君） それでは、午前に引き続き、会議を開います。 

  一般質問を続行いたします。 

  ３番、藤田力君の一般質問を許可いたします。 

  ３番、藤田力君。 

          〔３番 藤田力君 登壇〕 

○３番（藤田 力君） それでは、通告に従いまして質問いたします。 

  今回、二つの質問をします。 

  一つ目は、増える一方の町内の耕作放棄地対策について質問いたします。町内のいたると

ころに見かけるようになった耕作放棄地。町で掌握している耕作放棄地の面積はいくらある

のか最初に伺います。そして、この耕作放棄地、何の生産もあがらず、町全体が耕作放棄地

になる心配さえあると思います。１９７０年代に実施された減反政策も、来年に作る米から

生産調整をやめると、こういったこともこの問題に拍車をかけるものと心配されています。

難しいことと思いますが、この対策についてどう考えているのか伺います。また、只見の雨

堤地区。私が町内を見る限り、相当大きな耕作放棄地の団地じゃないかなというふうに思い

ます。この耕作放棄地、このままかまわないでおくわけにはいかないというふうに思います

が、どうするのか、お考えを伺います。また、只見地区にライスセンターがありません。町

長は以前、なんかの話の折に、只見地区にもライスセンターの構想といったようなことも話

されたように思います。そうした計画があるのかどうか伺います。それと、現在、町の農業

政策は主に大規模農家に予算とか、そういったものが集中しているというふうに思います。

事実、６月の議会で予算計上された経営体制育成支援事業。この事業には４団体で５，８６

２万２，０００円の補助があります。国の農政自体、そうした大規模農家向けだということ

になっておりますが、私は中規模・小規模の農家も支援していかないと、この耕作放棄地問

題は解決しないというふうに考えております。そうした中規模・小規模農家の機械更新など

に、町は使いやすい、きめ細かな支援をすべきというふうに考えていますが、どうお考えで

しょうか。で、この問題の最後に、町内で雨堤と同じように耕作放棄地がもう１団体あると
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ころが布沢の太田の奥の山田地区だというふうに思います。ここは、面積約７町歩。昭和４

６年に国有林を払い下げしまして開田したと。開田が完成した頃には転作が始まって、全面、

稲を植えたといったようなことがないような、極めて不幸な地区だというふうに私は見てお

ります。今年の秋にも、ちょっと用事があって行ってきたんですが、もう、水田は、もう一

面、葦荒、３メートル近い葦荒です。田畑さえもわからない荒れようです。それでまあ、太

田の方に私は直接言われたんですが、台帳地目が田んぼなんで、今、田んぼで課税されてい

ると。で、もう１０年も作ってないといったようなところが田んぼで課税されていると。税

は現況課税という考えが基本なんでそうで、そうしたことからいえば、やはり、田んぼより

も、雑地とか、山林とか、そうしたほうが税金が安いんで、やはり少なくても町はそうした

ことを見直す必要があるんでないか伺います。 

  二つ目は、伐採期を迎えた杉林をどうするか。この対策を伺います。町内の山林。中でも

伐採期を迎えた杉林の活用が大きな問題になっております。私達の先人が丹精を込めて育て

た杉が今のところ利用価値が低く、放置されているのが実態だと思います。私はそうした放

置されているといったことが、皆さんの考え方に、おらいの杉林なんていっても、もう杉林

の概念さえも、どこにあるかさえもわかんなくなるような時代が間もなくくる。で、そうし

た資産価値なんかも、本当に低いんで、本当に見捨てられるような状況にあるのかなという

ふうに思います。でも、これはやはり、只見町の資産でもありますし、やはり有効に使える

ものがあれば有効に使っていくべきだというふうに私は思います。そこで、町内の伐採期を

迎えた杉林はどのくらいあるのか、まず伺います。こうした杉林の活用。これについても、

どういうふうに考えておられるのかお願いしたいと思います。そして、町には、只見町地元

産材活用支援事業という制度があります。私はこういうその、地元産材を使うということを

主眼にした制度で、私はたいした良い制度だなというふうに思っております。で、ただ、使

う人が、利用する人が少ないということから、平成２７年度で発足したこの制度ですが、年

度ごとにどのくらい予算執行しているのか。そして、２９年度は、もう、そうした、利用す

るっていっても、もう雪が降りましたので、もう終わりかなと思うんですが、２９年度まで、

年度別にどのくらい使っているのか伺いたいというふうに思います。で、まあ、私はこうし

た利用が少ないといったようなことは、やはり何かしら問題があるというふうに思っており

ます。こうした問題について、後から再質問で申し上げますが、是非とも、良い制度なので、

やはり制度を活かすといったような観点から、私は制度を見直しても、何しても、やはりこ
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の町産材を活用するということを大切に町は取り組んでいかなきゃならないというふうに思

いますので、こうした考え方についても伺いたいと思います。よろしくお願いします。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） ３番、藤田力議員のご質問にお答えをいたします。 

まずはじめに、増える一方の耕作放棄地対策についてでありますが、項目ごとにお答えを

いたします。まず、町内の耕作放棄地の面積についてでありますが、平成２８年のパトロー

ルにより確認した耕作放棄地の面積は、田は２８万２，７４６平米、畑は５７万５，６７１

平米の合計８５万８，４１７平米であります。次に、耕作放棄地対策についてでありますが、

全国的な問題であり、町としても大変大きな問題だと認識をしております。農業政策は国の

施策によるところが大きく、来年度から米の直接支払交付金の廃止や産地交付金の減額が予

定され、離農・農地荒廃が進むことを懸念し、平成２７年度以降、町単補助事業により収入

向上安定対策、生産費等削減対策、労力等軽減対策の三つを柱に対策を進めております。ま

た、農作業受託組合や認定農業者などによる農地の利用集積を進め、農地の有効利用に力を

入れ、離農並びに耕作放棄地の未然防止対策も進めております。次に、只見地区雨堤地内の

集団放棄地対策についてでありますが、同地内につきましては、未整備地区也排水状態の悪

い農地が多く、耕作の放棄が進んでいる状況であります。また、景観上も大きく損なわれて

いるため、現在、ほ場整備が実施できないか検討中であります。次に、ライスセンター構想

についてでありますが、現在、地域内の生産者の方と近隣町村のライスセンターへの視察研

修を行うなど、情報収集と検討を行っております。今後も生産者等と相談しながら検討して

まいりたいと考えております。次に、中規模農家の支援についてでありますが、現在、認定

農業者並びに人・農地プランの中心的な担い手を対象に稲作担い手農家生産基盤整備事業を

平成２８年度から３年間の計画で実施をしております。来年度が最終年度であり、この事業

の実施状況を踏まえて内部調整しながら、３１年度に向けて制度設計をしてまいりたいと考

えております。次に、耕作放棄地の現況課税についてであります。固定資産税の土地の課税

は、現況地目により評価額を算定し課税しておりますが、現況の確認については、固定資産

税に係る縦覧期間を定め、疑問のある納税者の問い合わせに応じて、必要な場合には現地確

認等を実施して対応しており、縦覧期間以外でも相談を受け付けているところであります。 

納税者から耕作放棄地の課税地目の相談があった場合、営農されている方が提出される営農
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計画書の中で自己保全管理とされている場合がありますので、農地については農業委員会に

現況確認申請を行っていただき、農業委員会で交付される現況確認証明書により課税におけ

る現況地目の変更を行うこととしております。 

  次に、伐採期を迎えた杉林についてでありますが、項目ごとにお答えをいたします。まず、

町内の伐採期を迎えた杉林の数量についてであります。杉の場合は標準的な伐期齢は４５年

でありますが、只見町森林整備計画において、水源涵養の機能の維持増進を図るための森林

施業は、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本として伐期の延長や伐採面積の規模を

縮小した皆伐を推進しており、伐期齢の下限を５５年としております。また、土地に関する

災害の防止及び土壌の保全機能等のための森林施業は、熟成材の割合が高くなり、材質の向

上、材価の上昇が期待できることなどから、長伐期施業を推進しており、伐期齢の下限を標

準伐期齢の２倍の９０年としております。そのうえで同計画における下限伐期齢の５５年を

迎えた人工林は約１，１０５ヘクタールあり、うち杉林の面積は約８０４ヘクタールありま

す。次に、森林の活用法についてでありますが、町の政策として、バイオマスボイラーの導

入も検討しておりますが、他町村の例を見ますと運営補助など継続的な町村負担が発生して

いる状況であり、費用対効果の面からも導入が難しい状況であります。また、福島県の森林

政策につきましては、昭和４０年台頃までは広葉樹資源開発が推進され、その後、平成初期

までは、林業構造の改善による高付加価値化が推進され、近年は森林資源の保続管理による

自然環境維持へと時代により変化をしてきております。町といたしましても、近年の木材価

格の低迷もあり、森林の整備に重きを置き、間伐などの管理を行いながら資源を培養する長

伐期施業を推進している状況であります。次に、只見町地元産材活用支援事業補助金の制度

発足時からの執行額についてであります。制度発足の平成２７年度については利用実績なし、

２８年度については３件で補助金額１００万円、今年度は１１月末現在で１件の４０万円で

あります。次に、同補助金交付要綱の見直しについてであります。現行制度については、町

内の林業事業者等で構成する只見町木材活用協議会と協議・相談のうえ制度設計を行ったも

のであります。先程申し上げましたとおり、制度の利用件数が多いとは言えない状況であり

ますので、再度、同協議会へご意見を伺いながら、より使いやすい制度となるような方向で

検討してまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 
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○３番（藤田 力君） 答弁をいただきました。一つずつ進めていきたいというふうに思いま

すが、８５ヘクタールが耕作放棄地だということでございます。で、町としては、収入向上

安定対策とか、そうした対策をやっているということであります。ですが、なかなか、耕作

放棄地が増える一方で進まない。で、私あの、重点的に思っているのは、やっぱり雨堤の圃

場整備が検討中だと。で、また、ライスセンターについても情報収集して、今検討していま

すということなんですが、今時点でどのような検討をされているのか伺いたいと思います。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 昨年あの、梁取地区で、そういった整備の計画がございました。それ

に合わせて、飛び地でも１０町歩以上であれば補助対象という議論がありましたので、現在、

只見地区というんですか、雨堤地区を中心として非常に荒廃が進んでおります。未整理地区、

それから整理地区の一部でもそういったところが出ておりますので、現在、耕作をしていた

だいている大規模農家の方を中心にして、そのまとまりができないかどうか、一度お集まり

いただいて、公図でこう示してみて、面積的なことをやりましたが、その後、秋の収穫期に

入ったということもありまして、この後、議会が終わり次第、年内に一度、お話合いをもっ

て、それから進めて協議をしていきたいというふうに考えております。ただあの、只見区に

つきましては、過日、区の役員の方に、是非、協力をお願いしたいということで、その意向

は伝えてございます。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） ライスセンターも含めて、只見地区については、やはり、相当、こう

したことに力を入れていかないと、どうしようもない状況になる。これはまあ、町長もよく

認識されておりますが、ただですね、あの、この両方とも大きな課題が検討なんですが、い

つ頃まで検討して、いつ頃からこうしたことを進めたいと。町長の腹構えというか、腹積も

りでも結構です。副町長でも結構です。どなたかお答えいただきたいと思います。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 昨年あの、町のほうで中山間整備事業を申請いたしましたが、残念な

がら、今回、梁取地区と同じように採択はされませんでした。で、そういったものの計画と

併せて、結局その中山間地域の計画地区と、それから土地改良地区がうまくこう、分離して

整合性が持たれるような進め方ができればというふうに思っておりますが、地権者が非常に
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多いということがあるものですから、課題はたくさんあると思います。できるだけそういっ

た方向を踏まえながらやっていきたいというふうには思っております。  

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） こうした課題については、これはやはりあの、避けては通れないと私

は思います。是非あの、町、総力上げてこうした問題、取り組んでいかないと、とても容易

でないと。で、私あの、ある地権者の人に、私も聞いてみました。で、その方は今、ちょっ

と病弱で休んでおられる方なんですが、その方に、あなたの持っている雨堤の田んぼを、町

とか、そうした組織に寄付していただけないだろうかと。そしたら、なんでや、という話を

されましたが、要は、やはり、お金で買収するわけにもいかないし、皆さんこう、寄附して

もらって、そして、やはり一つの会社でもつくって、その中ででもやらない限り、こうした

耕作放棄地、雨堤地区の耕作放棄地をどうこうするということは、私、簡単に考えれば、も

う難しいという話をしましたが、ただ、俺も親父からもらった、というか、親父が残してく

れた耕地だ。それをただで寄附するわけにはいかないといったような話もございました。そ

うした問題を抱えているとはいえ、只見線に乗ってくれば、あの地域が一番先に、平らにな

ってからは目につく地域かなというふうに思います。是非あの、そうした地域のことについ

て、どういうふうに考えていったらいいのか、私にはちょっと想像もできませんが、是非、

取り組みをお願いしたいというふうに思います。 

  次に、その、今の町の農業政策。これが、極めて私はあの、大規模農家に、なんていいま

すか、多く、予算的にも援助されているというふうに思っております。で、やはり耕作放棄

地とか、そうした問題を考える場合、大規模農家が小さい規模の農家の田んぼを耕作すると

いったような考え方は、私はやはり、今、先ほど事例で申し上げましたように、やはり田ん

ぼにはそれなりの考え方があるものですから、おらいの田んぼは人手に貸したくないとか、

渡したくないとか、そんな考え方もあると思いますので、なかなか思うようにいかない。ま

あ、最近の経済文教委員会の中で、目黒仁也議員が、最近、町の中まわってみると、農家が、

今度、俺の機械がぶっくっちゃら、俺は農業をやめるといったような声がきわめて多いとい

うことを委員会の席上、皆さんに話しました。私もそうした話をいっぱいいっぱい聞いてお

ります。で、こうした５反・６反しか耕作してないような、昔でいえば、建設業に勤めなが

ら田んぼ作っていたといったような農家が、要は、耕作やめるということになりますと、私

は今なっているのかなというふうに思うんですが、要は、私は、もうこれは加速度的に進む
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と。あとは、この大規模農家がそうした中小の農家の田畑を条件の良いところだけ作ると。

条件の悪いところは俺はあそこはぬかっから、わりいが、やんねんぞやといったような形で、

条件の良いところだけ作るような形が、今も進んでいるし、これからも進むんじゃないかな

というふうに思います。私はやっぱり、そうした中で荒廃するといったようなことも含めて、

農家の所得が減ってしまうといったようなことも大変危惧されるのかなと。で、年金プラス

アルファで、少しでもそうした転作的な商品を作って販売できるような仕組みが取れればい

いなというふうに考えております。そして、やはりあの、町に考えていただきたいのは、中

規模の農家、ここにあります、要は、なんていいますか、大きな農家以外の、１町歩に満た

ないような農家が機械を更新する場合、農業機械を更新する場合、いろんな条件を付けない

で、認定農家でないとだめだとか、そういう条件を付けないで、私は一定の補助金を出せる

ような、そんな仕組みを、是非、耕作放棄地対策としてとっていただきたいと思うんですが、

この点はいかがでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（渡部高博君） 藤田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  月曜日の経済文教委員会の中でも申し上げさせていただきましたが、なかなかあの、現在

ですね、稲作担い手農家生産基盤育成事業というのを２８年度から３年間の計画で町単事業

として実施しております。この事業につきましては、必要な農業機械の購入費に対して３割

を助成するものでありまして、先ほど言われました担い手並びに人・農地プランの中心的な

方へ助成しているものであります。これにつきましては先ほど申しましたが、２８年度から

実施しておりまして、３年間の事業計画、平成３０年度までの事業として実施しております。

町政会議も開かせていただきまして、この件、ご相談させていただいたんですが、この中で

もですね、３０年度、最終年度ということで３１年度に向けた協議を内部調整しながら対応

していきたいということでありますのでご了解いただきたいと思います。  

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） 今、担当課長から、３０年度まで検討して、３１年度からやりたいと。

これはあの、町長答弁にもありますが、私は今の制度が円滑にまわってない。であれば、私

はこの雪の上で見直しをして、今の制度やめろというんじゃなくて、新たにこうした耕作放

棄地対策として、菅家町長はこういう制度をやったと。ある程度、お金もいっぱいかけて、

１億円くらい私は使っても、私は使う目的というか、なんていうか、町民の理解は得られる
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んでないかなというふうに私は思います。是非そうした中規模・中小の農家の皆さんが、い

わゆる続けるためには、こうしたい、ああしたいといったようなものに、あまり条件を付け

ないで、今、担当課長は３０パーセントと言いましたが、これはですね、今私も、若干、農

業やらせてもらってますが、３０パーセントの補助っていうのが、はたして農家にとってど

うなんだと。農家にとっては、その機械で農業生産をして、そしてあがる収益で、その残り

の７０パーセントをカバーしなきゃならない。そうでなければ今まで積んでおいた年金を使

うしかないといったようなことが私は、なんていうか、まあ実際の分析だというふうに思い

ます。菅家町長に私は、雨堤から、ライスセンターから、こうした中小の農業を考える。そ

うしたことを私は検討していただきたいと思うんですが、町長、いかがでしょうか。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 中核農家等について、例えば耕作放棄地につきましては、全町的にそ

の点は議論をさせていただきたいと思っておりますが、中核農家に対しましては、中規模で

すね、中核じゃなくて、すみません。現在あの、進めております担い手農家の補助につきま

しては、ある程度、機械化が進むことによって集約は進んでいるというふうに聞いておりま

す。ただあの、具体的な数字まではちょっと確認しておりませんが。そういった中で、中規

模農家の解釈といいますか、概念といいますか、例えば、今、現在の制度が何町歩が下限な

のか、ちょっとはっきりしないところあって申し訳ありませんが、そこに集まるように中規

模農家の人が集積をしながら補助を受けるような形であれば、継続は可能、今の制度でも可

能だとは思うんですが、ただ、その現状の中では後継者のいない高齢者の方が、耕作されて

いる方が、機械がなくなると放棄するという現状は実際は相当あると思っております。です

から、そういったところの制限のない補助というのはちょっと難しいなとは思いますが、そ

ういったところを与しながらも、３０年度の中で議論をして、３１年以降のその対策につい

ては考えていきたいというふうに、答弁したとおりでありますが、そのように一応、庁内で

はまとめて進めております。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） 今、町長の答弁にもございましたが、中規模とか、中核とか、いろん

な表現の仕方がありまして、私らでさえも、町の要項とか、そういったものを見て、理解で

きるのはほど遠いのかなというふうに思います。そこで、経済委員会でも、この耕作放棄地
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対策について、担当課長と何時間も議論しております。そこで、是非と思って提案したいん

ですが、どうしてもその、私らの話することと、課長が喋ってくれることに、ちょっと隙間

がある。どうもその考え方に、役場の考え方と経済文教委員の考え方が違うといったような

ことが委員会の中で多々見受けられます。実際あります。そうした中で、私はこの町内にあ

る農家。これは農林業センサス上では５８９戸ということをデータ的には出ておりますが、

是非とも、担当課として政策をつくる。政策をこういうことに、こういったところに補助す

るようにしないと耕作放棄地は減らないといったような、政策目的というのがおそらくある

と思うんで、是非、そうした意向調査、農家が実際問題、どういうふうに考えているのか。

あるいは、今の町、行政に対して、どういうその、支援・援助を必要としているのか。私は

是非今、来年から転作が廃止される。そして、これからどうしようなといったような中で、

高齢化の波もどんどんどんどん押し寄せているといったような中で、町はそうしたデータを

とって、そのデータを分析して、政策をつくるべきというふうに思っているんですが、その

点は町長は、３０年度に検討して３１年度にやるということなんですが、そのアンケートく

らいは、この雪の上、やってやれないことないと思うんですが、その点について、担当課長

でも町長でも結構ですが、私はやはり、そういうその、なんていうか、分析して、そしてや

っぱり政策をつくるということが、やはり一番こう、正当な政策というか、町民の声が一番

良くわかる。そうしたことを是非やっていただきたい。ここだけはやっていただきたい。強

く要請するんですが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 私が今認識しておりますのは、現在の状況について、先ほどから出て

おります大規模な農家の水稲作付者に対しては、ひとつのアンケートを取りまして形は出て

おります。たしかにあの、藤田議員が質問にありますように農業機械の問題が中に大きく出

ているということで。ただあの、この大規模農家に近いといいますか、５０名くらいだと思

いますが、その中では放棄地を広げようとする人の面積は飲み込んでいるという、大規模の

ほうではそういう現状はあるようです。アンケートの中では。ただあの、それの中でもいろ

んな、一人一人の意見やなんか見ていると、また別の項目もあります。そういった資料等も

ありますので、そういったところの中で足りるか、足りないか、内部調整をしながら、さら

に広げたほうがいいか。先ほど５８９という数字を申されましたが、米を出荷されている農

家については３００程度というふうに聞いておりますので、抽出の方法が良いのか、その辺
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についても実施するか否かを含めて、担当課のほうで検討をして、するように指示はしたい

と思います。 

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） まあ、ここまでは申し上げたくなかったんですが、町長がそういう答

弁されるので、あえて申し上げます。この前の経済委員会で、担当課長は、そうした担い手

農家とか、大規模農家、５０戸くらいにアンケートを取りました。で、そのアンケート結果

は、まだ増反したい面積が９３だと思うんですが、９３ヘクタール、大規模農家はまだ作れ

る、作る、作りたいといったようなデータを出されたと。で、そのデータで耕作放棄地のこ

とを話されたんでは、これは全然合わないと。そうしたことを前回の経済委員会で、経済委

員全員が同じ意見で、担当課長に、もっともっと、要は農家が何を考えているのか。大規模

農家だけでなくて、そうした中小の農家が本当に困って、どういうふうに考えているのか。

行政に何を求めているのか。そうしたことを聞いてくれということを私らは申し上げました。

で、担当課長は、あまりはっきした答弁をいただけなかったんで、私は今回、そうしたこと

に一般質問出してあるんで、私は聞きますよということを担当課長に申し上げました。それ

でも今、町長がお話されたような答弁しかもらえないというのは、私にとっては大変残念だ

なと。経済文教委員会をやったんであれば、担当課長は町長に、こうした委員会の結果でし

たと、こういうこと言われましたと、いうぐらいのことは私は町長にお伝えいただきたかっ

たなというふうに思います。まあ、そうしたことで、私はその、アンケートの結果ももらっ

てますし、その結果で耕作放棄地対策はこの結果ではだめだと。やっぱり農家から聞かなき

ゃ、直接聞かなきゃだめだといったようなことで、今、５８９と。田んぼだけでないんで、

畑もあるんで、町長お話になった面積でなくて、やっぱり全、町内全農家、センサス上の農

家に対してやっていただきたいというふうにお話したんですが、町長、申し訳ないですが、

もう一回答弁いただけますか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○３番（藤田 力君） アンケート、やるか・やらないか。それだけでいいです。前後はいい

ですから。やるか・やらないかだけ言ってください。 

○町長（菅家三雄君） アンケートにつきましても、正直言いまして、田と畑とか、農地の種

類によっても違うと思います。それで、アンケートも、取り方によっては作為的な取り方と

いう表現もされますが、いろんな取り方があります。そういったことも踏まえながら、担当
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課のほうで検討させます。ということで、現在は、そこ、検討するということでご了解をい

ただきたいと思います。 

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） まあ、そういうことで、了解しろということなんで、時間も押してま

すので、了解はしたくありませんが、一応聞いておきます。  

  二つ目の伐採期を迎えた杉林について質問させていただきます。町内には８０４ヘクター

ルの、こうした伐採期を迎えた杉林があるといったようなことです。で、そうした林業振興

というか、の周辺を振り返ってみますと、バイオマスについては、町長答弁でも困難といっ

たようなことがございました。その前に、木の駅構想というのが、要は、浮かんでは消えた

と。で、湯ら里のバイオマスについても、今中断されている。それで、この只見町周辺のこ

とを、私もそうした林業について関心が少しあるものですから、まあ聞いておりますが、南

会津町では森林認証制度という制度を取り入れております。これは、要は、道筋をきちんと

確認されている木だと。で、こうした制度を認定いただくことによって、オリンピックの部

材としても使えるといったようなことだということであります。大変あの、そうした制度を

取り入れているということで、あとはここから下流ですね、金山町からの会津振興局管内。

これはＣＬＴを目指して、ラミナーを作って、納品したいと。これはザ・１３というグルー

プで、会津地区町村が一つにまとまって、喜多方を中心にこうしたオリンピックに向けて、

こういう取り組みをしておられます。まあ杉材について、こういう取り組みをしているとい

うことであります。で、私は、こうした取り組みが、大変こう、両方の町村がこうした取り

組みをしている中で、只見町は木の駅構想もうまくいかなかったと。湯ら里のバイオマスも、

やはり、とん挫していると。そうした中で、私はあの、最近聞いたんですが、只見町には地

元産材活用支援事業という制度がある。で、これは、私はあの、制度、要項を見せていただ

いたんですが、大変私は良い制度だなと。誰が考えてくれたんだろうというふうに私は思い

ました。要は、只見の材木を使って、住宅を建てるとか、あるいは付属の建物とか、そうし

たものに対して町は支援すると。で、私自身も考えてみたら、２７年度にはこの予算、当初

予算３００万で計上されて、１２月に３００万そっくり落とされたと。その時、私は、なん

でこう、全額落とされた理由が何なんですかといったようなことを担当課長に聞いた記憶が

ございます。で、この利用実績ですが、２７年度は利用実績はないと。で、２８年度は住宅

が１、付属が２ということで１００万。２９年度は４０万円。大変こう、利用が低迷してい
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る。これは町長の答弁にもございました。で、担当課長、あの、指名して申し訳ないですが、

この利用が低迷している理由というのは何だと思われますか。  

○議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（渡部高博君） 平成２７年に一番初めの要項が作られました。その際にはで

すね、やはりあの、ご覧のとおり活用利用実績がない状態でありまして、その中でですね、

付属屋は含まっていないとか、いろいろな制度上、利用するに難しい点がありまして、平成

２８年には１回目の制度改正をして、使いやすくした制度でありまして、それによりまして

２８年、付属屋も含めることによって３件に増えております。それで、その後ですね、昨年

の３月、今年の４月１日からまた制度改正しまして、仕上げ材等を追加して、町産材全てを

対象にした制度としておりますが、なかなかあの、利用実績が上がらないと。制度改正はし

ておりますが、そういう状況であります。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） 今、答弁いただきました。利用実績が上がらない。その理由は何なん

だといったようなことで答弁をしていただきましたが、只見の杉ということについて、なん

ていいますか、評価されていることをちょっとお話してみたいなというふうに思います。会

津でとれる杉の木は、福島県内で、浜・中・会津の中で、会津が最低だというのが見方とい

うか、評価の仕方です。で、只見の産材はその低い会津の中でも一番低いと。これあの、私

も、林業ふくしまでしたっけ、でまあ、冊子取ってるんですが、その中であの、それが売却

された価格みますと、やっぱりこのとおりです。で、只見の製材所は２軒今ありますが、人

口乾燥機を持っていない。で、そうした乾燥できる施設を持たない。で、そして、それを使

う工務店は、未乾燥の製品はおっかなくて使えない。ということは、町内の製材業者から、

こうした町産材を買ってやるにしても、町内の製材所では乾燥機を持たないから、生ってい

うか、半乾きっていうか、の木を使うはめになる。そうした場合、狂って、要は、屋根組な

んかの場合、狂って、どうしようもない。それ１本取り替えてけろと建築主に言われると取

り替えるしかない。これはやっぱり、大変こう、なんていいますか、建築主は製造責任があ

るものですから、これはやっぱり乾燥した木でないと使えない。重要なところは乾燥した木

でないと使えない。そうしたことが、担当課長、実際の、なかなか使えない理由なんですよ。

こんなことあの、なんていいますか、どこかの工務店に聞けば、社長に聞けば、もう、二つ
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返事でこれ返ってきますよ。そして、ですから、多額の費用の掛かる住む住宅は、やはりこ

うした町産材は、はっきり言えば使えないというのが今の状況だということになります。で

すから、只見の木でやるのは、多少狂っても大丈夫なような、車庫とか、あるいは工場とか、

そういったところしかない。というふうに、やはりなってしまう。で、最近ですね、町内か

ら２件のこうした町産材を使って、こういったことができないかといった、補助の対象にな

らないのかといったような申請があったんだそうですが、町は、要は、その団体が法人だっ

たものですから、法人でもあり、そして住宅でないといったようなことから、それについて

対象にできないといったような回答をされたというふうに聞いています。私はやはり、この

要項の趣旨が、町産材をいかにして動かすか。いかにして使うか。これを要は趣旨にしてい

るんであれば、そういう申し出が町に届いたときに、それを不採択にする、不採択というか、

要は、それはだめですという話をしないで、要項を町長の一存でこれは変えることができる

中身ですので、私はそうしたことがなんでできなかったのかなと、今も悔やんでおります。

そうしたことについて、あと時間ありませんので、町長、簡単に、やはり何らかの理由があ

ってそういうことをしたんでしょうから、まあ、私としては、できればこの年度内に改正を

していただいて、より多くの方がこうした申請をしたり、あるいは只見の使えないといった

山の木が使えるようになるといったことを私は期待したいんですが、町長、一言お願いしま

す。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） この杉材の件につきましては、答弁でもお答え申し上げましたように、

この制度ができる段階から、ひとつのあの、団体と一緒に制度設計をしてきたという、只見

町木材活用協議会ですか、そちらと一緒になって制度設計をしてきたという経過があるんで

あれば、もう一度そこへ返して、それで、どういう形で、最初、今の、２７年度当初は別荘

対策という発想が根底にあったというふうに聞いておりました。町外から別荘を建てられる

場合については外すという、そういったのが根底にあったようですので、再度、元へ返して、

制度設計するように、検討するように指示をしております。  

○議長（齋藤邦夫君） ３番、藤田力君。 

○３番（藤田 力君） あと１分３７秒。それで、昨日ですね、この場で全協がありまして、

その中で新消防庁舎建設の説明がございました。その消防庁舎。これは田島に、現在あると

ころにできるんですが、その説明の中に、鉄骨プラスＣＬＴで造ると。そのＣＬＴに使う杉
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はなんだということを、道人君が聞いてくれたのかな。そしたら杉だと。で、さらに、その

杉材は南会津４町村から集めるということが説明ありました。まあ立法数は３５４立米。石

数にしますと１，０００石超えるといったようなことの説明がございました。町長、是非と

も、この杉材の一部を只見からも、全部調達しろなんて言いませんから、只見からも業者さ

んが希望があるんであれば、是非、只見から調達していただきたい。そのように町長に営業

していただくということを強く要請したいと思うんですが、いかがでしょうか。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） その件につきましては、管理者会の中でも議論になりまして、３地区、

３町村ですか、全てに平等に通知を出して、それで対応していただくということを事務局の

ほうにお願いをしております。 

○３番（藤田 力君） ありがとうございました。終わります。 

○議長（齋藤邦夫君） これで、３番、藤田力君の一般質問は終了いたしました。 

  続きまして、６番、佐藤孝義君の一般質問を許可いたします。  

  ６番、佐藤孝義君。 

          〔６番 佐藤孝義君 登壇〕 

○６番（佐藤孝義君） それでは、通告に基づきまして、私の質問を行います。  

  質問は二つでございます。 

  一つは、県営中山間地域総合整備事業の実施についてでございます。県営中山間地域整備

事業については、今年、各集落の要望箇所の現地確認が実施されたところでありますが、現

在までの進捗状況を聞きたいというふうに思います。また、今回の対象範囲ですね。それ、

予算規模。それから、この範囲は対象、町全体なのか。地区単位なのか。その辺の予算規模

についても聞きたいなというふうに思います。さらにあの、現況の、前やられた時期から、

相当、事情が変わっております。先ほども耕作放棄地の話も出ておりますが、そういうとこ

ろの整備も含まれる事業なのか。その辺も伺いたいと思います。それから、期間。何年度ぐ

らいを想定していられるのか。わかる範囲でお答え願いたいというふうに思います。  

  二つ目はですね、安全安心の町づくりの観点から、平成３０年度工事箇所についてでござ

います。八十里越え開通を見据えた国道２８９・２５２、道路の拡幅、改良等、安全対策工

事についてわかる範囲でお願いしたいと。また、只見川河川整備工事の予定ですね。只見町

分、伊南川合流地点から、おそらく県で代行されるという話を聞いておりますので、その範
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囲の全体計画について、どれぐらい進んでいるのか。わかる範囲で教えていただきたいとい

うふうに思います。また、陳情等行っておると聞いておりますので、国・県等の情報があれ

ば伺いたい。そのように思います。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） ６番、佐藤孝義議員のご質問にお答えをいたします。 

  まずはじめに、県営中山間地域総合整備事業についてでありますが、項目ごとにお答えを

いたします。まず、県営中山間地域総合整備事業の進捗状況であります。本事業につきまし

ては、昨年度は各集落の要望のとりまとめを行い、今年度は要望内容をもとに事業実施に向

けた現地調査を行い補助申請を行っておりましたが、先般、県より不採択の通知がありまし

た。不採択の理由については、国県予算が非常に厳しく、農業農村整備事業については郡内

での新規事業採択箇所はないとのことでありました。なお、対象範囲及び予算規模などにつ

いては不採択になった事業でありますので、申請時点での計画をお答えいたします。対象範

囲については町内全域を予定しており、予算規模については申請額約２０億円であります。

整備条件といたしましては、農業振興地域であれば整備は可能であります。また、期間につ

きましては、採択後の調査期間は２年間で、採択申請及び決定に１年、その後、工事期間５

年を予定しておりました。今後、さらに地域と協議しながら事業の熟度を高め、来年度以降

の再度の事業申請に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  

  次に、安心安全の町づくりの観点からの平成３０年度工事予定箇所についてであります。

国道２８９号八十里越については、今年６月に開催されました福島県公共事業評価委員会の

中で、福島県側の整備完了目標時期が平成３５年度と示されたところであります。八十里越

の開通は町民の長年の悲願であり、交流人口の拡大など、観光、地域振興に大きく寄与する

ものとして期待をしております。一方で、開通により交通量の大幅な増加が見込まれること

から、安全対策等がこれまで以上に重要になってくるものと認識をしております。そのよう

な中、国道２８９号については、今年度も小林工区などで歩道拡幅が進められておりますが、

来年度も引き続き、残りの箇所の工事等が進められる計画であります。また、国道２５２号

については、従前からゴールデンウィーク前の再開通が課題となっておりましたが、今年度

新たに田子倉地内に落石防護柵を設置するための詳細設計を実施しており、来年度以降に工

事着手の計画であります。安全・安心の確保のための道路整備については、引き続き国・県
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に要望してまいりたいと考えております。 

次に、只見川圏域河川整備計画についてであります。本計画は圏域の河川整備の計画的な

推進を目的として平成２１年１０月に策定され、その後、平成２３年７月の新潟・福島豪雨

を受け、平成２７年３月に一部変更されたものであります。只見川の計画対象地区は当町を

含めて５町、整備延長は合計１４．３キロメートルであり、そのうち当町分としては５．３

キロメートルであります。来年度の主な整備計画としては八木沢地区の五礼橋上部工の着手

のほか、引き続き護岸詳細設計を実施し、年度内には住民説明会を開催する予定であります。

今後も、本計画の着実、迅速な進捗について国・県に要望してまいりたいと考えております。 

以上であります。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） わかりました。 

  １番からちょっと再質問をお願いしたいというふうに思います。この事業、不採択になっ

たという報告。これ、いつあったんでしょうか。これ、各集落に不採択の通知されたんでし

ょうか。その辺、まずお聞きしたいなというふうに思います。各集落ではおそらく、県でも

来て行ったし、みんな期待していたと思うんですよ。それで、ちゃんと集落に返事、まだ聞

いてないですし、私自身も総務厚生委員会なものですから、全然、経済のほうの課長の話は

お聞きしてないんで、その辺、いつ、不採択になって、集落にちゃんとその話をいつされた

のか。まず聞きたいと。 

○議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（渡部高博君） 佐藤議員のご質問についてお答えさせていただきます。  

  不採択は、ちょっとあの、日にちははっきり覚えてないんですが、１１月末から１２月頭

だったと。に付の通知で確認をさせていただいております。集落への通知でありますが、１

２月の上旬に、町内の区長連絡協議会がございまして、その通知来てから二日後だった、二

日ぐらいだったと思うんですが、その区長連絡協議会の中では、その旨、報告はさせていた

だいております。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） わかりました。じゃあ、一応、区長のほうにはお伝えしたということ

ですね。この時のですね、ちょっと、何故、不採択になったのかということについて、私、

ちょっと感じたことなんですけども、ちょっと、まあ、課長いらっしゃるんで、お話ちょっ
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と聞きたいなというふうに思いました。県のほうから調査に、各集落に来ました。まあ、そ

の時、町側はおそらく、センター長が来たのか、センター長が部落の役員で出たのか、その

辺、雅則君ですから、私も役員しておりましたので立ち合いましたけど、部落の耕地整理し

たところ、地図に赤線で引っ張ったぐらいのですね、要望のようの地図だけで、調査したわ

けですよ。で、やっぱ、これね、力の入れ方が全然なってないんじゃないかなというふうに、

あの時にちょっと感じたんですよね。やはり、これ、こういう、町自体で２０億からですか

ら、できない工事ですよ。これ当然。だから、やっぱり、町入って、町の事業としてやるわ

けですから、やっぱりもうちょっと力を入れてですね、各集落から要望あったわけですから、

せめて、ここのところはどうするぐらいの、ちょっとした構造図、縦断図ぐらいは用意して、

専門な、何人か職員いらっしゃると思うんですよ。課に。だからやっぱり詳しい職員を連れ

てですね、我々あの、集落の人に、県の職員に説明できるぐらいの対応をとってもらわない

と、これはやっぱり、受ける方だって、全然、町、やる気がないんじゃないかなというふう

に受け取られますよ。あれは。そこをね、一番あの、その時、ちょっと感じたんですよ。だ

から、センター長任せでは、センター長、役員で出たのか、センター長言われて出てきたん

だかわかりませんけど、やはり、その課の担当がしっかりとした、ちょっと県に説明できる

ぐらいの、図面を作ったり、そういうことをして、査定を受けるという、査定ではないです

けども、県の職員に対してそういう説明をするでないんでは、これはおそらく、不採択にな

るのは当然だろう。おそらく、これ、もう、かなりの金額ですし、県であちこちから要望出

ていると思うんですよ。ただこれ、郡内でないということは、下郷、南会津、只見。これ、

各郡内の町村、申請、したんですか。しなかったんですか。只見だけだったんですか。その

辺はどうですか。 

○議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（渡部高博君） 今ほどのご質問でありますが、答弁書の中でですね、農業農

村整備事業という事業につきましては、この県営中山間総合整備事業から圃場整備の事業、

そういう事業がいろいろ入っておる事業であります。その中で、郡内では何箇所か申請はあ

ったのですが、新規事業の採択箇所はないということでありました。  

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） ということは、やっぱり、今回の中山間総合整備の中には、圃場整備

やなんかも入っている事業なんですか。これ。 
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○議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（渡部高博君） 名前は県営中山間総合整備事業ではございませんが、この答

弁書にありますとおり、農業農村整備事業というの、大きな括りがありまして、その中に県

営中山間総合整備事業とか、圃場整備とかのいろいろな事業が入っているということであり

ます。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） それは、じゃあ、わかります。それは。には、郡内はなかったという

ことですよね。じゃあ、やっぱり、先ほど言ったようにですね、ちょっと、なんか、力の入

れ方が足りないんじゃないかなと思うんですよ。もう、我々議員も、町長も、おそらく、こ

ういう事業を取り入れるにあたっては、やはり、住民のためを考えて指示されたんだろうと

思うんですよね。だからやっぱ、農林課長だけじゃなくて、みんなの課長にも言いたいんで

すけど、やはり、やはりこれはやっぱ、町長に忖度するべきなんじゃないのかなというふう

に思います。これは良い面ででございますけども、これはやっぱり、忖度・忖度って今、今

年、流行語ですけども、やはり、町長がたとえそんな気なくても、良い政策は課長連中がね、

一生懸命つくりあげて、進言するぐらいのことをしないと、これはなかなか、これから世の

中、厳しくなる一方ですから、なかなか実現できないんじゃないかなというふうに思うんで、

もう、あのやり方ではやっぱ、力入ってないなというふうにちょっと感じたんですけど、そ

の辺、あれですか。どういう申請のされ方をしたんですか。その辺をちょっと伺い…  

○議長（齋藤邦夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（渡部高博君） あのですね、ちょっと説明不足で大変申し訳ございませんが、

今回はですね、あくまでも、先ほど町長答弁にもありましたとおり、各集落から昨年度、調

査地区、工事を実施してもらいたい要望箇所をあげていただきまして、それのとりまとめの

箇所を職員で確認に行っております。それで、その際ですね、県のほうからも来ていただい

たときと、いただかないときがあります。これはあくまでも調査地区の申請でありまして、

細かい申請の段階では、まだない状態であります。それであの、来ていただいて、例えば集

落、大倉集落であれば、５０箇所要望あれば、そのうちの実際、実施できるところが１０箇

所だよというような絞込みの段階の調査でありまして、それで町全体で大体５０箇所の用排

水路、農道５０箇所ということで一応申請しまして、その後、細かい打ち合わせから、何か

ら、先ほど、採択後、調査期間が２年間。この間で議員おっしゃる対応はする期間になると。
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実際の事業に、こういう事業だよというのはこの２年間で、調査並びに設計をしまして、そ

の後、工事というような段階になっておりまして、あくまでも調査地区の申請ということで

ご理解いただきたいなと考えております。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） 調査地区の申請だったということなんですが、今ほども藤田議員おっ

しゃいました耕作放棄地、雨堤の話もありました。今ね、農業も機械が大型化してますので、

非常に農道等、特に整理してないところなんか、やれ、作れと言われても、作れる状態じゃ

ないんですよ。本当は。だから、これ、まだまだあの、やっぱり基幹産業でありますから、

そして景観も失われますからね、最近、おっしゃられたように。まだ、これ、農地に対して

もインフラの整備はこれから絶対必要だなというふうに思ってます。ですからこれ、農業農

村整備事業は、うちの一環だということでございますが、町長、これ、今後も力を入れて取

り組んでいかれると思うんですけども、どうお考えですか。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） これはあの、当然、今後も取り組んでいきたいと思います。それと、

県に対して、政治的な面でも、議員の皆さんのご協力を得ながら、採択に向けて取り組んで

いく考えでございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） まあ、わかりました。是非ですね、それ、取り組んでいただきたいの

と、やはり各担当課、これ、農林課だけでなくて、やっぱり一生懸命、真剣になって働きか

けて、町でできる分は町でできると思うんですけども、やはり、これ金額、これぐらい大き

くなりますと、町で対応できないですから、やはり、やっぱり命をかけてやっていただきた

いというふうにお願いしてこの質問は終わりたいと思います。が、そう簡単にはいかないと

思いますので、それより小さい、当面、さしあたってやっていただきたいところとか、それ

はやはりあの、集落の意向を酌んでですね、町単独で対応できるところはしていただきたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  次に移ります。２番目です。まず、これ、最初はちょっと、道路のほうからいきたいと思

うんですが、今年、黒谷地区なんかは非常に、あと小林地区、歩道の拡張やられてます。で、

これ、町としてですね、これ、八十里越えを見据えてですね、どことどこの箇所、県のほう

に要望されているのか。わかる範囲で、ちょっと、まあ、私どもほら、素人通っても、危険
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な箇所というのは当然、自ずからわかるわけですけども、今現在でどことどこを要望されて

いるのか。その辺、最初にお聞きしたいというふうに思います。  

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） それではご質問にお答えいたします。 

  まず大きなところということで、この答弁の中でも小林を例示をさせていただいておりま

したが、小林につきましては、今、議員お話あったとおり、残工事の進捗の目途が立ってま

いりまして、３０年度で完了予定というふうに聞いております。その他、黒谷つきましては、

整備延長４３０メートルを予定しておりまして、今年度、半分程度まで進んできたというこ

とで、来年度以降につきましても引き続き工事を進捗してまいるということでございました。

最後に田中、駅前ですかね、につきましては、今現在、用地取得と物件保障、継続してやっ

ているということで、来年度につきましても引き続きそれらを継続しまして、そちらの対応

が進んだところから順次、工事のほうに着手してまいるという予定で聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） 今、小林、黒谷、田中地区はお聞きしました。この３箇所だけなんで

しょうか。私見る限りですね、上から来ますと、梁取は問題ない。小林、今、上河原のほう

やってますけども、肝心なあの、川原田商店、前あの、郵便局から駐在の辺まで、あの辺も、

当然、改良の余地があると、前、話、集落の説明あったそうですし、その辺の計画はないの

か。あとは明和橋、直角に曲がる橋でございます。大倉地区も歩道ができるという説明があ

って、本当は２８年度に工事終わるというようの当初の説明だったんですけども、集落には。

県のほうから。で、まだ用地買収も一向にまだ進んでないようの感じがするんですけども、

あの辺のその情報というか、今、副町長の話ではこれ、入ってませんし、大倉の部落も入っ

てませんし、それからまたずっときて、大倉の下、湯ら里から杉沢、それから長浜の沼の上

まで、あの辺も非常に危険な箇所があります。そういう地区も、まだ県のほうに要望されて

いないのかなというふうに疑問ですし、まあ、長浜はまっすぐ、黒谷、若干残っております

よね。それから、やった下流側、化ケ坂からたつみやの前の辺まで、だーっと、あの辺もま

だ相当の危険個所あると思いますし、福井は大体、あの歩道のほうはできてるようの感じで

すけど、楢戸に行って、楢戸も危険なところがあります。で、田中はそこの交差点だという

ふうに思いますし、あと叶津のあの只見線の鉄橋がある辺。あの辺もやはりこれから、抜け
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れば当然、どうにかしなくちゃいけないとこなんじゃないかなというふうに思っております。

もしも抜けてね、今、金山のほう、非常に改良進んでおりまして、滝のトンネルできたり、

今度、本名トンネルも着工しました。そうすると、せっかく八十里抜けて、町内通らないで、

みんな、下行っちゃうんじゃないかなというようの心配もあるものですから、その辺を町と

して、どう考えていらっしゃるのか。この３箇所だけしか県のほうに頼んでないのか。その

辺、これからどうされるのか。その辺を詳しくお聞きしたいと思います。  

○議長（齋藤邦夫君） 環境整備副課長。 

○環境整備副課長（渡辺 浩君） 今ほど副町長が話した３箇所というのは、県のほうで予算

を確保して、補助を実施している箇所です。それ以外にも、只見から福井にかけての、歩道

がなくて高校生の子供らが危ないとか、あと長浜の雪崩があって凍って危ないとか、あと小

林・大倉間の橋が急だとか、ちょっとあの、布沢に行くほうがちょっと行きづらいとか、歩

道がないという件については、建設事務所のほうに要望しまして、毎年、事業調整会議とい

うのが年２回ほどあり、毎年春に、そういった箇所要望していますが、建設事務所の回答と

しましては、今動いている、先ほど話した３区間が完了次第、次の箇所にいきたいというこ

とで回答のほうはいただいてます。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） それっていうのは、結局、３５年までにほとんど完了するという受け

止りでいいんでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 環境整備副課長。 

○環境整備副課長（渡辺 浩君） 正確な建設事務所の回答はないんですが、おそらく、結構、

町からの要望箇所というのはかなりの箇所の延長になりますので、今の予算の中で限られた

中で、新たに予算が倍増するとか、そういった形でないと、３５年まで、町の要望箇所が全

部完了は見込めないのではと思っています。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） その辺が一番聞きたかったことなんで。おそらく、なんか、トンネル

が抜けたけど、両サイドがだめであれば、せっかく抜いたトンネルが活きないということが

一番危惧されるんで、これはやっぱり町を挙げてですね、やっぱり先ほど言ったように、強

く要望していっていただかないと、なんか、宝の持ち腐れというか、こっちから新潟に遊び
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行くと、向こうの人、来てもらうという感じになった時に、何だって、こんな道、というよ

うの感じになりかねないんで、ひとつ、ここ力入れていただきたいところだと思います。町

長、そういう要望をやっぱり、強く県のほうに言うべきだと思うんですけども、言ってくだ

さい。どうですか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 建設事務所とは、先ほど副町長のほうからもありましたけれども、向

こうから来ていただいて、担当課、何人くらいくんだ、事業調整会議。１０人ぐらいの建設

事務所の職員が来ると。あとうちのほうの、私、ちょっとそこには出ませんが、副町長を中

心として、菅家課長、全部出て協議をします。そこが要望なんですよ。事業調整会議ってい

う。まあ、職員同士の要望の場所です。それで、そういった中で、特にあの、今年度はそう

でした、２５２の春先の問題が。そういった要点については、別に団体を利用したり、直接、

私が行ったり、それから春はトンネスの問題で経済の委員長さんにも行っていただいたりと

いう、そういった形で路線ごと、停車場線もそうですが、路線ごとの政治的な分野と、その

事務的なレベルの摺合せ。そこは並行しながらやっておりますので、今後もあの、そのスタ

イルを維持しながら、それで特にあの、大きく政治的なものについては、黒谷から始まりま

して循環の整備。それから只見へ来ました。次は明和の橋のほうにいくのか。その辺の議論

が政治的な分野が出てくると思います。で、そういったこともあの、県の考え方と相談しな

がら、南会津建設事務所と一緒に、逆に本庁のほうにお願いするという筋立ても加えながら

要望活動は進めていきたいと思っております。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） ありがとうございます。そういう情報いただきましてありがとうござ

いました。うちの委員会のほう、なかなか、その情報得られないものですからお聞きしまし

た。 

で、最後になりますが、この只見川の河川の整備計画についてでございます。私、一番ね、

危惧しているのは、合流地点ですね、そこの。これ、やっぱり、伊南川からの堆砂がもう、

かなり多くなってですね、こっちから見ても、なんか、土手、黒沢見ると、土手の高さと河

床の高さ同じくらいのようの感じに見えています。で、今年の大水の時も、逆に伊南川のほ

うから只見川のほうに流れ込むというの、現象が見られております。それで、やはりこれだ

け、今年も大水がありました。だから、こういう、２３年の時にあれだけの経験しているわ
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けですよね。で、住民訴訟まで起きるほどの事態になっています。であの、それであそこの

場所を早急になんとかしないと、これは解決、絶対しないと私思ってまして、それで町のこ

の危機管理がですね、ちょっと薄いんじゃないかなというふうに思うんですよ。町下、町営

住宅ある辺ですね、あれだけやっぱり低いところで、あれ、２３年度だけじゃなくて、もう

何回も乗っているというふうに聞いておりますが、今の状態そのままにしておいたんでは、

また同じです。それで、あそこに、あそこの土地っていうのはもう、２３年だから、もう相

当な、６年か７年近く経っているわけですけども、そのまま、まあ住宅ありますよね。で、

また町営住宅も直してあそこへ入れたということですけども、あの地域っていうのは対策、

あの護岸をやるのか、河床下げるのか、どういう計画なのか、それすらもまだ示されてない

ということですから、町としても、あの地域は、やはり住宅に向かない地域なんじゃないか

なと。今の状態では。あそこに家を新築させるのは危険なんじゃないかなというふうに、そ

ういう危機感を持っております。できれば、対策、堤防なり、なんかが高くするのかどうか

わかりませんけど、これをやっぱり、急いでやらせるというか、やってもらうような運動を

やっぱりしていかないと、これ、３０年に１回か、５０年に１回かわかりませんけど、最近

もう、ちょくちょく、この異常気象ですから、ああいう水が出ます。その辺の考え方、町長

はどうお考えですか。あれ、安心して住めないと思うんですよ。で、まああの、まあ訴訟の

話もありましたけど、町営住宅に入っている人が原告になって、町を相手取って、なんてい

う話の今の現状です。それ、ちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ

ね。であれば、住宅自体ももっと安全なところに、これから計画して、集団的に移転させる

とか、なんかっていう、その危機管理が非常に気薄に感じられてならないんですけども、町

の、町長の考え、ちょっとお聞きしたいと思うんですけども。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 只見川の件につきましては、現在も機会があるごとに要望はしており

ます。それで、とりあえず伊南川との土砂の排出につきまして、山口土木のほうと協議した

中では、あの河川敷の下に民地があるものですから、その協議がなかなか進まないというこ

とがひとつあって、若干遅れているというご意見はいただいておりますが、尚あの、そうい

ったところはさらに要求はしていきたい、やっていただくことを願っていきたいと思ってい

ます。 

  それと、現在、八木沢地区の五礼のところやっております。それで、昨年からの、２９年
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ですかね、２８か、５ヵ年計画の中で、たしか八木沢地区を優先に着工しまして、あとは只

見地区といいますか、芝倉橋、上流・下流の河川の嵩上げの、今年度ですか、杭をぶちまし

て測量は終わってます。それで具体的に今度は図面を引いて、今度は説明に、集落なり、町

に説明に来ると思います。で、そういったところの土砂揚げの年次計画とか、３０年て言わ

れている中で、できるだけ優先順位を只見の合流地点から八木沢までは上げていただきたい

という要望は、国・県ばかりでなく、阿賀川河川事務所、国交省のほうですから、そちらに

向けてもこちらにおいでになっていただいた時とか、ある一定の会合の場では、一応、でき

るだけ予算は付けていただいてという要望はしております。今後ともそれは続けていきたい

と考えておりますので、皆様方もご協力を是非お願いしたいと思います。  

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） だいぶ事情はわかりました。ということはあれですね。叶津から只見、

芝倉というか、あの沼田原の辺は嵩上げで対応するという、今の計画なんですね。まだ、こ

こ書いてありますけど、住民説明はしてないけど、できてる、どんどん、図面ができてる状

態だということですよね。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） そうですね。県の説明は一昨年だったと思いますが、私が副区長の頃

ですか、一度あの、計画はありました。そのために測量に入りますっていうことで、今年、

河川の測量に入ったはずです。それであの、そのために農地に入りますよということで杭を

打ちましたから、２年かけて。その後、今度は正式な図面があがってくると。それとあと、

只見地区は中島を撤去するという一つの課題もありますので、そういった年次計画的なもの

はまだ、ちょっとはっきりとは掌握してませんが、これからそういったものも含めながら県

のほうで説明されるというふうに私は理解しております。 

○議長（齋藤邦夫君） ６番、佐藤孝義君。 

○６番（佐藤孝義君） この只見川圏の、一番、おそらく人が住んで、一番危険なところは、

おそらくその地域が一番、金山・三島に比べれば、向こうはもう、土手なわけですけども、

人が一番住んでるのは只見地区の、あそこから八木沢にかけてだと思うんで、やはりこれ、

優先順位をもう上げていただけるように、やっぱりこれは、これは一日も早く、１分も早く

やっていただきたいなというふうに思います。やっぱ、あの悲劇を繰り返さないためには、
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やっぱり、相当の運動、働きかけが必要なんじゃないかなというふうに思います。おそらく

お金もかかりますし、私、今初めて聞いたんですけど、あの河川の中に民地があるというの

は、私も、おそらく黒沢川かなとは思うんですが、そういうこともやっぱり、そういうこと

であればやっぱ、町でその地権者との橋渡しみたいなやつを早急にしてですね、一日も早い

工事ができて、安心安全でいられるような体制を早急にとっていただきたいなというふうに

お願いして質問を終わりたいというふうに思います。町長、よろしくお願いします。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） できる限りの努力はしてまいります。議員の皆様方も是非、ご協力を

よろしくお願いいたします。 

○６番（佐藤孝義君） これで終わります。 

○議長（齋藤邦夫君） これで、６番、佐藤孝義君の一般質問は終了いたしました。  

  暫時、休議をいたします。 

  ３時１０分から開会しますので、よろしくお願いします。  

 

     休憩 午後３時００分 

 

     再開 午後３時１０分 

 

○議長（齋藤邦夫君） それでは、会議を再開いたします。 

  一般質問を続行いたします。  

  ７番、鈴木好行君の一般質問を許可いたします。 

  ７番、鈴木好行君。 

          〔７番 鈴木好行君 登壇〕 

○７番（鈴木好行君）  それでは、通告に基づきまして質問いたします。 

  昨年、１２月会議において、サンドバレーコート、それからトレーラーハウスに関する質

問をいたしました。それからちょうど丸一年経過して、今年の使用実績はどうであったのか。

計画・実績の数字を踏まえて具体的な説明をお願いします。また、本年度の反省すべき点は

あったか。それから、今後のスポーツパーク構想に向けてどのように考えていらっしゃるの

かお伺いします。 
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  続きまして、若者定住促進住宅の今後についてお伺いします。町は現在、公営住宅の建築、

さらには民間賃貸住宅の借上げ等、若者の定住促進には欠かせない住宅政策を進めています。

しかし、それと同時に住宅に入居する人の募集をどうするのか。それには現在、住居を持た

ない人達ばかりでなく、移住を希望する人達、そういった方々は住んでもらうことが必須条

件なのかなと思っております。そういった移住を希望する人へのＰＲは今後どうしていくか。

そのＰＲはどういった世代、どういった人達を中心にＰＲしていくのか併せてお伺いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） ７番、鈴木好行議員のご質問にお答えいたします。 

はじめに、スポーツパーク構想の現状と今後についてでありますが、項目ごとにお答えを

いたします。まず、サッカー場等の今年度の使用実績についてであります。サッカー場につ

いては夏休み期間の合宿利用を中心に１０団体、延べ１，５００名の利用、サンドバレーコ

ートについては、７月９日のオープンから延べ５００名の利用がありました。サンドバレー

についてはオープンが７月になったことで、すでにスケジュール等が決まっていた大会も多

くあり、計画していた大会などの誘致に至らなかったことが一因にあります。主な団体とい

たしては県ビーチバレーボール連盟の強化合宿や、スタートアップ教室の開催などのほか、

遠方の利用としては神奈川県川崎市のビーチバレー団体等もあり、利用者からは好評で来年

度もぜひ使いたい旨のお話をいただいておりますので、次年度以降の利用者増に期待をして

いるところであります。また、トレーラーハウスについては延べ２，０００名以上の利用が

ありましたので、相乗効果として地域の賑わいの創出を図っております。次に、本年度の反

省点についてでありますが、全国的に少ない天然芝のサッカー場、素晴らしい景観の中で高

品質の砂のサンドバレーコート、気軽に利用できるトレーラーハウスと３つの施設を備えて

おりますが、まだまだＰＲ不足であると考えております。現地を訪れた方や利用された方々

からは、それぞれ非常に好評でありますので、積極的なＰＲによって次年度以降も利用者の

増加を図ってまいりたいと考えております。次に、今後のスポーツパーク構想に向けての施

策についてでありますが、本年度は来年度の駐車場整備に向けた実施設計を進めております。

また、全日本の強化合宿や大会などの大きな大会の誘致を進めるうえで、会議室やシャワー

室、トイレなどの設備の充実が課題となっておりますのでクラブハウス建設の基本設計も併

せて進めているところであります。さらには、福島県が親水施設と観客席を兼ねた護岸整備
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を来年度から２か年の計画で予定しておりますので、スポーツ交流の場として大きな期待を

寄せているところであります。今後は、両スポーツの拠点として多くの方々が利用される施

設になりますよう、必要な整備については、スポーツ振興助成金などの活用を検討しながら

事業を推進してまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。 

  次に、若者の定住促進についてでありますが、項目ごとにお答えをいたします。はじめに、

町営住宅の入居者募集については、条例規則等の規定により広報誌等を使って行うものとさ

れており、これまでは週１回発行のおしらせばんを通じて行ってまいりました。しかしなが

ら、来年度沖地区に新たに整備を計画している定住促進住宅については、その建設目的であ

る町外からのＩターン・Ｕターンのニーズも鑑み、従来からの手法に加え、町ホームページ

のトップページに募集広告を掲載するなど、より効果的なＰＲについても取り組んでまいり

たいと考えております。次に、移住希望者に対するＰＲと主なターゲットについてでありま

すが、只見町Ｕ・Ｉターン等促進助成及び雇用促進奨励助成については、おしらせばんや町

ホームページなどを通じて幅広い年代にＰＲしており、今年度の１１月末までの実績は、Ｕ

ターン４名、Ｉターン５名、新規学卒定住１名の合計１０名となっております。若者の定住

促進は人口減少対策の有効な方策の一つであることから、引き続き積極的に取り組んでまい

ります。 

  以上でございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） それでは最初に、スポーツパーク構想に関連しての再質問をいたしま

す。サンドバレーコートにつきまして、昨年、私あの、質問した内容と、いただいた答弁の

内容を今持ってまいりました。それで、その中に、昨年ですね、の答弁の中に、８，０００

人の需要見込みというふうに考えているという答弁がございました。それで、その中で、そ

の８，０００人の根拠はという質問に対してですけれども、県のビーチバレーの関係、小・

中・高の大会でありますとか、高校生の大会。それから国体予選。内々に県のスポーツ課等

を通じて、オリンピック・パラリンピック担当課等とも通じまして様々な接触をしていると

いうことでの８，０００人という数字を出されました。それで、私の最初の質問の中で、今

年度の計画という、計画は何人であったのかというふうに質問には入っていたわけですけれ

ども、その答弁の中には、計画に対しての数字の答弁がございませんでした。実際、今年は
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何人を見込んでいたのか。昨年の答弁の８，０００人を見込んでいらっしゃったのか。それ

から、昨年答弁された中での、それぞれの大会、また団体へのアピールはどのようにされた

のか。小学校・中学校・高校。それぞれの大会を招致したいというふうな答弁ございました。

実際に、どのようなことをやってらっしゃったのかお伺いします。  

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 鈴木議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

  こちらがあの、利用客の計画ということでございますが、昨年１２月議会で年間８，００

０人ということで、一般質問でお答えしているということで、鈴木議員、先ほど申しました

とおりでございます。今年入りまして、トレーラーハウス及びサンドバレーコートのオープ

ンの時期が工事等の関係で遅れたという状況もございました。またあと、委員会の中で同様

にご質問をちょうだいいたしました。今年の計画はどうだというようなお話ございましたけ

れども、その際にもお答えをさせていただきましたけれども、８，０００人というお答えを

させていただいたところでありますが、現実的にはなかなかそこまではいかないだろうとい

うことで、４，０００人程度をなんとか頑張っていきたいということで、トレーラーハウス

への誘客の分も含めてということでお答えしてございました。ですので、そのような形で今

回、今年度については計画をして行っていたんですけれども、現在のところ、まだそこまで

は至っていないということでございます。冬期間につきましても、こちら、誘客イベント等

も実施をする予定、サンドバレーコートの周辺でスノーフェスティバルであったり、雪を使

ったものについても行う予定でおりますので、そのあたりで誘客を進めていきたいというふ

うに考えてございます。ＰＲですね。ＰＲなんですけれども、今年につきましては、一番あ

の、体育関係に造詣の深い只見コミュニティクラブのほうに、誘客促進の委託をいたしまし

て、様々、首都圏も含めましてＰＲのほうに行っていただいて、そういうような形で誘客促

進に向けて実施をしたところでございますが、町長答弁にもございましたとおり、オープン

が遅れたというようなことであったり、すでにスケジュールが固まっていたというようなこ

とで思うような誘客に結びつかなかったということでございますが、今年、そのようなＰＲ

をしたことが来年度に繋がればというようなことで、重ねて次年度に向けてもそのような形

で誘客に向けてＰＲ活動をしていきたいというふうに考えてございます。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） それにしても、計画と、見込みと、実績の差がありすぎて困ったこと
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だなと思っております。それでですね、この後なんですけれども、全日本の強化合宿や大会

などの大きな大会の誘致を進めるうえで、会議室やシャワー室、トイレなどの設備の充実が

課題となっているということも計画されているということなんですけれども、これは、実は

あの、年間何人を目指すか。何人来ていただくために、このスポーツ施設が必要なのか。そ

ういった目標はあって然りの設備ではないかと私は思っております。そこで、こういったも

のを造るにあたって、年間何人以上くれば、こういったものを造っても大丈夫そうだなとい

うふうな考えをお持ちなのかお伺いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 現在、お示しできるような形はございませんけれども、現在の

施設につきましては、ビーチバレーコートとサッカー場というようなことで、そこにひとつ

クラブハウスというようなものを造ったことによって、シャワー室、会議室等々整備するこ

とによって、大きな、いわゆるＰＲ効果がある団体がしっかりと入っていただけるようにな

れば、さらにＰＲ効果が進むと。そうしますと、そこでの賑わいも出てくるというようなこ

とで考えてございますけれども、そのあたり、おっしゃること、非常によくわかりますので、

そのあたりも含めてですね、十分な検討をしていきたいというふうに考えてございます。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） まずは、その目標ありきで計画は進んでいかないと、非常に危険なこ

とになっちゃうんじゃないかなと思います。造ったのはいいけれども、また誰も利用者がい

ないというようなことになりかねないので、もう少し丁寧な計画。それから見込みの数字。

そういったものを今後示していただきたいと思います。それからですね、同時に、あそこに

トレーラーハウスで起業をされていらっしゃる方がいます。結局、その方々への、私、昨年

の質問の中で、そういったふうに、８，０００人という数字を挙げておいて、それで８，０

００人来るからお店を出しませんか、起業しませんかというふうに誘っておいて、蓋を開け

たら、サッカー場で１，５００、それからサンドバレーで５００という数字でございました。

実際問題として、あそこで起業している方、あそこだけではやっていけずに、別な仕事もア

ルバイトでやっていらっしゃいます。そうしていかないと食べていかれないような収入にな

っているわけです。そのことに関しては、私は若干、責任があるんじゃないかなと思います

けれども、そういった考えはお持ちではないでしょうか。  

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 
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○総合政策課長（星 一君） たしかに、計画値と大幅なずれがあるということは議員おっし

ゃるとおりでございます。今後、誘客促進に努めるということに尽きるというふうに考えて

ございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） それから、冬期も営業をされるということなんですけれども、先ほど

スノーフェスとのイベントを考えているということなんですが、あそこの店舗は冬期も、通

常、毎日営業していると思いますけれども、このスノーフェスとのイベント、冬期間に行わ

れる回数は何回ぐらい考えていらっしゃいますか。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 計画上の回数を申し上げます。雪上運動会であったり、スノー

フェスティバル。あとは雪遊びパーク事業というようなことで１０回程度を予定してござい

ます。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） 一冬で１０回ということでございますけれども、その１０回のイベン

トで、あそこを除雪して、駐車場も除雪して、それで通年でトレーラーハウスの店舗の営業

をしていただくということにはなるかと思いますけれども、実際問題として、あそこへ繋げ

る道路の除雪は町で行っても私は何ら問題はないと思いますけれども、あそこ、個人的な営

業をされているところの店舗の駐車場の除雪も町で計画されているということなんですけれ

ども、その辺の考えはどのように理解すればよろしいのかお聞かせ願います。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） あそこは新たな賑わいの創出の場として町が整備したというこ

とで議員おっしゃったとおりですね、進入路としての除雪については考えてございます。で

あの、一方通行だとこう、かくだけじゃなく、若干、膨らみをもってかいていただくという

ことになろうかとは思いますが、あと、いわゆる進入路としての除雪を考えております。あ

とあの、いわゆるその、トレーラーハウスの除雪であったり、ウッドデッキの上の除雪とか、

そういうものにつきましては、そちら営業されている方が実施をしていただくということに

なってございます。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） それでですね、本当にあそこのトレーラーハウスで営業している人が、
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もう少し売り上げを上げるための策としてですね、私は町内の人もあそこにどんどん行くよ

うな形でないと通年営業は難しいと考えています。土日や祝日だけの、イベントをやる人達

だけが集まってくる。その人達をターゲットの店舗経営というのは大変難しいと考えており

ます。それでまあ、店舗自身の企業努力もあるとは思いますけれども、私、ここのスポーツ

パーク構想全体を見てですね、優先順位がどうも違っているんじゃないかというふうに思っ

ております。まずはサッカー場を造って、サンドバレーコートを造って、それからクラブハ

ウスを造る。これを町内で利用する方が何人いらっしゃいますか。私は、ここはもっと、町

内の人が利用できる。これを造ってほしいなと希望している。そういったものを先に優先し

て造るべきではないかなというふうに考えておりますが、その辺のところの優先順位の考え

としてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（星 一君） 今回整備をいたしましたビーチバレーコートにつきましては、

オリンピック種目でもございまして、さらに、新たな賑わいの創出ということで町外からの

誘客を主に検討をして進めてきたというふうに、そういうふうに進めてきたということでご

ざいます。おっしゃるようにですね、町内の、いわゆるスポーツ競技の方が求めているスポ

ーツ施設とは、たしかにその趣旨として整備の仕方が違ったものかもしれませんけれども、

賑わい創出というようなことでの整備を交付金の中で実施をしたということでございます。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） もう造ってしまったものについては、ああだこうだ言ってもしょうが

ないんで、サッカー場、それからサンドバレーコート。そして、その後で会議室やシャワー

室、トイレのこのクラブハウス建設。これも、まあ良いと思います。けれども、その後です

ね、そればっかりでこのスポーツパーク構想終わりではないと思います。全体計画を見渡し

たうえで、やはり、そういった町民の利用勝手がある。町民が望んでいる建物を優先的に今

後進めていって、クラブハウスの後でも何でもいいですけれども、進めていっていただきた

いと思いますけれども、その辺の基本的な考え、町長、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） スポーツパーク構想といいますか、この地域について、どちらかとい

うと、町内よりも町外の方の交流を深める誘客と、それと併せて隣接する湯ら里を含めた形

の、その誘客促進が一つの主眼で、も含まれておると思っております。それで、今、あの地
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域、一定地区の整備が一通り方向性ができて、あと次を広げる場合となると、まあ、用地の

取得からスタートしなきゃならないというひとつの課題があります。そういったことについ

て、今後の計画については、とりあえずこのエリアをひとつの利用できる環境につくってお

いて、それから次のステップにいきたいというふうな考え方でおります。そういった中で、

議員の皆様方のご意見をお聞きしながら、そういったところも考えていきたいというふうに

私は考えております。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） わかったような、わからないような答弁で、ありがとうございますと

言いたいところですけれども、やはり、私はですね、本当に現在、町民が望んでいる、この

雪、何度も一般質問で申し上げましたけれども、この冬期間、体を動かせる場所。それから

若い人達が遊ぶ、遊べるといったらちょっとおかしい、運動できる場所。若者定住対策につ

いてもですね、そういった場所を提供するということが、現在、只見町にいる若者の人達が

只見町を愛するひとつの要因にもなってくるのではないかなと思っております。是非、この

若い人達。それから子どもたち。それから町民の健康促進のために、そういった施設を進め

ていただきたい。考えていただきたい。もう一度、そういった意味で答弁お願いします。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 現在、体育館等を通じまして、コミュニティクラブで、既存の施設で

いろいろな活動、サッカーとかされています。そういったところに若い人達増えております

が、まだまだ、その利用実態については若干少ないかなというふうに思っております。そう

いったところを育てるというふうな形がひとつの考え方かなというふうに思っておりますの

で、施設ありきではなくて、今ある施設を有効に使うことも考えながら対応していきたいと

いうふうに思います。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） 今ある施設を有効にということではございますが、今ある施設内にな

いものも欲しておりますので、その辺のところも実状をご理解のうえ、整備計画を今後進め

ていっていただきたいと思います。 

  それから次の質問にまいります。若者定住促進住宅についてでございますけれども、町の

ホームページのトップページに募集広告を掲載するなど、より効果的なＰＲについても取り

組んでまいりたいということで答弁あります。ということは、まだ取り組んではいないとい
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う認識でよろしいですか。 

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） お答えいたします。今年度、実施設計に取り組んでいるところでご

ざいまして、来年度、建設工事費のほうの予算をお願いしたいというふうに考えておりまし

て、さらに整備が具体化、ある程度見えてきた段階でそのような募集、今これ、ホームペー

ジということで具体に挙げさせていただきましたが、それ以外のもの、例えば首都圏等での

Ｕ・Ｉターンとのいろいろ取り組みも検討しておるということでございますので、それも絡

めて、より有効的なＰＲについて努めてまいりたいと思っております。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） 私あの、ちょっと移住者の立場になって、町のホームページ等覗いて

みました。そういったときに、まず、私は只見町に行ったらどういうところに住めるんだろ

う。それからどういう仕事があるんだろう。雪はどうなんだろう。というふうにずっといろ

いろ、検索したり、してまいりましてもですね、なかなかそれが、ヒット項目にスムーズに

進んでいかないんですよ。今度はこっちを見たり、今度はこっちを見たりしながら、それで

途中でもうやめちゃいましたけれども、実際問題、そういうふうに、私はこの只見町を検索

される方が只見町に住んでみたいなというふうなページの作成が必要だと思います。それか

ら、役場に例えば行って、直接出向いて、私が只見に住みたいんですけどというふうに言っ

た時は、どの課が、どういった対応をしてくれるのか。例えば具体的に職の紹介までしてい

ただけるのか。住む家の紹介はどうなのか。賃貸なのか。また、新しい家を建てたいのか。

それから空き家等を利用したいのか。そういったふうにずっとあの、案内できる窓口が私は

必要ではないのかなというふうに思います。そういった件で、そういう窓口についてはどう

いうふうにお考えでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（渡部公三君） 移住・定住対策について、鈴木議員ご質問の、まずあの、役

場の対応についてでございますけども、これにつきましては、やはりあの、おっしゃるとお

り、移住者の立場からして、今の町のホームページであったり、案内が適正にわかりやすく

整っているかというご指摘につきましては、必ずしもそういった状況にはないということは

私も認識をしているところでございます。加えてあの、役場の窓口対応。これにつきまして

も、相談に行ったときに、各部署へまわされたり、それからあの、実際の雇用の案内。それ
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から住宅であったり、それから様々なその住環境の案内。これらもトータル的に案内してい

く必要があるというふうには認識をしております。今回あの、観光商工課でも、この地方創

生の一環で、Ｕ・Ｉターン支援、そういったのも行ってきておりまして、平成２８年から、

今年２年目になります。そういった状況を見たときに、やはりあの、これまでは町のホーム

ページであったり、おしらせばんでの紹介程度が主でした。しかし、そういった中でも実績

としては、昨年はそのＵ・Ｉターンでおこしになった、只見町に入ってこられた方が２４名。

今年もすでに１１月末でありますが、今年度も１０名ということで、この制度始まって３４

名の新たなＵ・Ｉターン者が実績としてカウントされております。そういった中で、その人

達の実績を見る中では、やはりあの、住居の問題であったり、それから働く場所。そういっ

たものもすでに整えて来られている方というのがほとんどでございます。よってあの、今後

につきましては、鈴木議員ご指摘のとおり、もう少しトータル的に案内できるような、そし

て外に向けたＰＲについて努めていきたいというふうに考えております。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） それからですね、このＰＲするターゲットについてなんですけれども、

やはり、若者の定住促進に重点を置くべきだとは思うんですけども、そういった中で、結局

その、若者向けと、そうでない人向け、もう定年退職をされて、その後の人生を只見で過ご

したいなと思っている方向け。それから、これから子育て環境が良かったり、大自然の中で

子供を育てたいと思ったりする若い夫婦向け、とか、そういったターゲットを絞り込んだ広

告が今後必要になってくるのではないかと思いますけれども、そういったことについてはい

かがにお考えでしょうか。 

○議長（齋藤邦夫君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（渡部公三君） 今のターゲットというご質問ありましたが、この後、目黒道

人議員からも、少子化対策の取り組みの中で、生産年齢人口を増やす取り組みをというよう

な、ターゲットを絞ったご質問もございますが、やはり、ここで今必要なのは、町の総合戦

略でも謳ってますように、安定した雇用。そして交流人口を増やすということがまず主眼に

あるのかなというふうに思っておりますので、やはり、それに向けたターゲットを絞って、

誘客、誘致を進めていきたいというふうに考えております。尚あの、先ほども申し上げた、

これまでのＰＲ方法は、繰り返しになりますが、おしらせばんであったり、町のホームペー

ジでありました。やはりあの、その総合戦略、町のターゲットを狙いとするところも定めま
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して、今後については、県の事業であったり、そういったあの、外へ打って出る、そういっ

たＰＲに努めていきたいというふうに考えております。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） 目黒道人議員、少子化対策の取り組みについてということで、明日あ

ると思いますので、少子化対策と若者定住促進については、あまり突っ込まずに。  

  続きましてですね、この間、明和地区で議会報告会を行った折に、明和地区の方から出た

んですけれども、明和地区で設計済みの住宅計画があるはずだというふうなお話を伺いまし

た。もう設計書までできてんだよというような話を伺いました。その、たぶん設計書を作る

にはそれなりの、もうお金もかかっていることだと思いますけれども、その設計図は現在ど

ういう扱いになっているのか。明和地区においても、住宅建築の考えをお持ちなのか、その

辺のところをお伺いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 環境整備副課長。 

○環境整備副課長（渡辺 浩君） お答えします。明和地区において、定住促進住宅といいま

すか、町営住宅を造る基本的な計画があって、その基本計画を明和地区において推進したと

ころ、ちょっとあの、私も引き継ぎなんですが、地域住民のほうから、ちょっとあの、反対

のような声が出て、それについては基本設計を途中まで進めたという経過聞いてます。で、

その基本設計でこういう町営住宅を造ろうというのを、基本設計ですので、具体的な図面と

か、詳細な設計書まであったわけじゃありません。基本設計を明和地区で進めていたところ、

ちょっとあの、そこではなかなかできないという話が持ち上がって、その基本設計の成果品

を基に、今回その只見の沖地区でしたっけ、今進めている定住促進住宅で使っておりますの

で、明和地区で進めていた基本設計のその定住促進住宅を今、沖の定住促進住宅のほうで進

めているということで、基本設計の成果品については活かされた内容になっています。  

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） 住宅政策についてでございますけれども、今回、沖地区に造っていら

っしゃいます。それであとは新町には賃貸での借上住宅を推進していると思いますけれども、

今後ですね、どのぐらいのペースで住宅建築を進めていきたいと思っているのか。これ、入

居条件にもよると思いますけれども、入居者が何パーセントぐらいまで達成したら、じゃあ

次の計画に取り掛かろうかとか、そういった考えはお持ちでしょうか。お伺いします。  

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 
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○副町長（橋本晃一君） お答えいたします。 

  今、議員おっしゃいましたとおり、現在、まず沖地区のほうで定住促進住宅。来年度に向

けまして整備を、これは世帯用が４戸ということで計画をしておりまして、そのほか借上げ

住宅につきましても、今年度から来年度にかけまして１０戸、今年度５戸、来年度５戸とい

う予定で計画をしております。合わせまして１４戸ということになるわけでございますが、

１４戸だけではたして全て、ニーズに応え得るのかというお質しかと思います。それにつき

ましては、１４戸で頭打ち、全て終わりということではなくて、その後の、まさに今おっし

ゃった入居の状況と、今、この現状で明確に何パーセントということはなかなか数字は申し

上げづらい状況ではございますが、決して１４戸で頭打ちということではなくて、その後の

入居状況等鑑みながら、追加での建築、もしくは借上げというものも随時検討してまいりた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ７番、鈴木好行君。 

○７番（鈴木好行君） 是非ですね、この若者定住促進住宅、満杯になるような政策をもちま

して、この町に若い人がどんどん来てくれるような形での町のＰＲ、是非ともお願いしたい

と思います。ということで、私の、最後にその町長の決意をお伺いしまして、私の最後の質

問といたします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 趣旨はよく理解をしておりますので、住宅対策について、空き家の改

修等も含めながら検討していくということで、できるだけ、大体、民間の借上げ住宅の方針

がある程度できましたので、目標が立てば、即、公募という形はとります。そういった形で

できるだけ、ただ、おいでになる方も、できたから、はい、来い、ではなくて、事前に、行

けばいつでも行けるなという環境が整えるような形で整備できればというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○７番（鈴木好行君） 終わります。 

○議長（齋藤邦夫君） これで、７番、鈴木好行君の一般質問は終了いたしました。  

  続いて、９番、鈴木征君の一般質問を許可いたします。 

  ９番、鈴木征君。 
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          〔９番 鈴木 征君 登壇〕 

○９番（鈴木 征君） 通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。  

  まず一つ目として、町道改修整備についてであります。これを、１）町道真奈川線につい

て。この町道は、暁開拓地まで続いており、筌場地区に農地が広がっております。その奥に

は、ブナあがりこの森もございます。そして、山を盛んに利用されております。生活様式を

学習の場として提供している。さらにその奥にはわらび園があり、町内外から入園者も賑わ

い、また、出荷用として町の特産物の提供も担っている。しかしながら、未舗装の箇所が多

いこと。車の擦れ違いができない箇所や、小沢から土砂の出ているところがあり、集落の人

や利用者には大変不便を被っている場所であります。道路であります。教育や産業面におお

いに利活用している道路であるので、整備の促進を図るべきであると思います。町長の考え

を問うものであります。２）只見湖・舘ノ川線について。この道路は、舘ノ川から新田沢を

渡り、旅行村を通るものであるが、舘ノ川から新田沢までが未舗装となっており、雨の影響

等で通行が難儀する場所であります。沿道の森林整備や舘ノ川から旅行村を結ぶ道路として

整備する計画がないのか、町長の考えを問う。 

  大きな２番として、一軒屋対策としての生活道路の整備についてであります。町は以前か

ら冬季孤立住宅解消として、除雪車が入れるように狭いところは改良をし、町道でないとこ

ろは町が用地を買収し、道路にして生活環境改善に努めているところでありますが、しかし

ながら、依然として解消されない道路があると思うが、どのように考えているのか。また、

第七次振興計画でも揚げてあるので、具体的な整備対策を問うものであります。  

  以上、（聴き取り不能）お願いします。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

          〔町長 菅家三雄君 登壇〕 

○町長（菅家三雄君） ９番、鈴木征議員のご質問にお答えをいたします。 

  はじめに、町道の改修整備についてでありますが、項目ごとにお答えをいたします。まず、

町道真奈川線についてであります。本路線の沿線は、あがりこブナの森やわらび園など集落

の方々のご尽力により、観光や自然環境学習に積極的に利活用が図られており、町内外の皆

様に親しまれているものと評価しております。一方、本路線は延長も長く勾配のきつい区間

や山からの出水箇所も多いことから、路面が洗われ通行に支障をきたすこともあります。そ

のため、そのような箇所を優先的に整備してきたところであり、引き続き、利用者の安全確



- 88 - 

 

保に取り組んでまいります。 

  次に、只見湖・舘ノ川線についてであります。本路線については青少年旅行村に係る区間、

及び舘ノ川側の急勾配区間の舗装を実施済みであります。未舗装区間については、それほど

の急勾配ではありませんが、融雪等の影響により通行に支障をきたすこともありますので、

道路点検を通じて随時路面整備を行ってきているところであります。今後も、路面状況を調

査しながら通行に支障のないように努めてまいりたいと思います。  

  次に、一軒家対策についてであります。豪雪地帯で冬期間の長い当町においては、除雪さ

れていない住宅の人にとっての冬の生活は不安であり大変な苦労を強いられることから、地

域の人々の冬期間の安全で安心できる生活を支え、雪に強い生活環境の整備のため、平成１

６年度から継続的に冬期孤立住宅解消事業に取り組んできております。今後も住民の要望を

丁寧に聞きながら、冬期孤立住宅の解消に努めてまいりたいと考えております。なお、事業

実施にあたっては周辺の用地取得が肝要であることから、引き続き、地域の皆様のご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。 

  以上であります。 

○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） 私はあの、今、３点ほど質問いたしましたが、答弁も３点について答

弁がありましたけれども、私はこの町道真奈川線については、平成１４年から取り組んでい

る一人でありますが、先般、１２月の９日の日に、蒲生地区に行って、１４年の年から五十

嵐よしのぶ区長、それから何人かをやって、今は馬場永好さんがなっておりますが、その間

に平成１７・８と馬場崇君が区長やられた、３人にお伺いしながらいろいろ話し合いをして

まいりました。私、この３点質問しましたけれども、答弁はかいつまんで２回目として申し

上げますけども、私はあの、真奈川道路については、道幅が狭くて、すれ違いが難儀してい

ると。そして、未舗装が大変長いわけであります。町長答弁にもありましたように、長い道

路、これは８．２キロメートルあります。その中で舗装されているのが２．８キロです。し

たがって、３４パーセントが舗装で、６１パーセントが未舗装だから舗装をしてくれよとい

う質問をいたしましたけれども、水の出る箇所の路面を支障のないようにやると。箇所を優

先的に整備してまいりますということなんですよ。 

それから只見湖のあなについても、急こう配のところ舗装した話は、私、今回で４回目な

んですよ。質問。その中で平成２３年の豪雨災害の時、２８９号線の道路から、舘ノ川の神



- 89 - 

 

社のところまで、急こう配のところは平成２５年の年に舗装されたわけであります。それ以

来、何をやったんですか。ここに書いて、答弁ありますけれども、これは３回目あたりに質

問しますけれども、そして、一軒屋対策についても答弁ありましたけれども、私はこの町道

のことについて、町長にお尋ねしたいんだけれども、町長は、私がこの３本の質問しました

けれども、総務課長、助役時代に、この路線は予算付けで鉛筆舐めた、あなたですよ。そし

て、副区長から区長になってから、この路線の中で陳情もされ、その要望箇所も調査された

経過というか、経験もあるわけです。そして、この４月に、新しい課長が、９月の委員会だ

と、決算委員会の時、説明された内容もあります。申し上げたいのは、平成２８年１２月の

会議にまったく同じ質問に対して、答弁は去年と同じなんですよ。  

私は野球が大好きであります。そして私は小学校から、中学、高校、社会人として、ピッ

チャーを１０年経験しております。プロ野球を観ておっても、１・２番出塁すれば、３・４

番の強打者で点を入れる。３・４・５番の中で入れると。そして、今日は私、６番ですが、

６番は息抜きなんですよ。野球であれば。ピッチャーの（聴き取り不能）。７・８の回打者は

これ、出塁すると、上位さ結びつくんです。私はあの、今回６番ですが、こうした答弁され

ては、町長は私の性格、あるいは能力はお知りでしょう。征は足が速いから、くらいしか覚

えてねえのかもわかんねえけども、あまりにも難儀して、私もこの道路の３本について調査

をして、この調査をしたのは何故かというと、やはり町は基準財政需要額の中にこの路線の

３本は入っているんですよ。そして、地方交付税をいただいているんですよ。そして、真奈

川線については、町内に町道はたくさんありますけれども、未舗装が４１パーセントで、平

成１６年から努力して３４パーセントしか舗装できなくて未舗装が長いから、あるから要望

したんですよ。それが全然手つかず。ここ２・３年、何故、現状のこの２・３年何があって

舗装できなかったのかお伺いします。そこで、副町長も、課長職、職務代理として、それか

ら渡辺君も１年目でありますけれども、道路は生活道路なんですよ。ほとんど。それで、今

までの未舗装の分についてはとやかく言いませんけれども、是非とも私が、繰り返しになり

ますけれども、申し上げますが、よく、１０ヵ年計画なり、５ヵ年計画でもいいでしょう。

この町道整備については、第七次振興計画あるいは２９年の実施計画に載っております。そ

こで、特に、これから、この町道に目を向けて取り組んでいただくためにも、私、再質問い

たしますので、答えられる範囲、答えていただきたいなと。最後に私が町道整備についての

提言をさせていただきますが、まず申し上げますが、町道全般に言えることでありますが、
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真奈川線のように終点が行き止まりの路線については、どの町道の整備も遅れがちである。

そういう傾向がございます。しかし、集落と集落を結ぶ主要な生活道路を最優先的に整備す

ることは当然でありますので、何ら、私は異議申し上げるものでもありません。しかしなが

ら、はたして、それだけの改良で終わってしまってはいかがなものかなと。地域住民が日常

的に利用しており、日々、暮らしに密接な関係のある路線については、たとえ行き止まりで

あっても、真奈川線のような道路であっても、改良は行うべきであろうと私は考えるもので

あります。まさに真奈川線は地域住民が山・川に恵まれ、これを得るために、そして交流人

口の拡大をするために、日常的に利用しているからこそ、毎年、集落では普請作業を行って

いるものであります。しかしながら、高齢化が年々進み、負担が重くなり、維持できなくな

りそうだと、地域の住民はこの前の１２月の９日の日に強く訴えられたわけであります。地

域の活性化の基となるのは、やはり各地の資源を有する本路線を維持できなくなることは、

只見町にとっても大きな損失ではなかろうかなというふうに私は思います。真奈川改修につ

いては、地元の蒲生集落のみならず、近隣町村、近隣集落、寄岩あるいは八木沢、塩沢と利

用されている路線であります。住民からも早期に改良を求める声が、なんとか地域住民、切

なる声でありますので、道路改良の実施を強く今求めておきますので、副町長、副課長は来

年度予算に考えていただければなというふうに思います。このような住民の皆さんの生の声

に対して、町当局はどのように向き合い、そして、どのような方針を打ち出されるのかなと。

町長、どうか１点、答弁を求めたいなというふうに思います。私が今申し上げた件について。  

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） それではあの、まず真奈川線でございますが、真奈川線につきまして

は、私が現職の時代から問題が山積といいますか、非常にあの、奥に入っていくということ

がありまして、それで特に、真奈川集落が集落移転した後、住宅がないということで道路整

備については非常に遅れているといいますか、それよりも住宅がある、人が住んでいるとこ

ろ優先ということで過去からきた経過があります。それで、その後、土地改良が入りまして、

ヤタヶ島までの農地については土地改良が終わりました。で、そこまでの舗装を優先という

ふうに私も理解して、私がいる時代から蒲生のほうから舗装を始めていって、ヤタヶ島の手

前の小屋まで４・５年かけて壊して道路を繋いだという記憶あります。ただ、その奥、真奈

川を経て、暁開拓までについては、非常にあの、従来の砂利道ではありましたが、農業用と

してしか利用されないということがあったものですから、それと冬期間は除雪をしませんの
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で、スノーモービル等で行かれた方ともその辺は聞いておりましたが、夏だけの期間の利用

ということで、なかなか舗装は進んでいない中で、真奈川の手前のところに、あがりこがで

きて、集落の方たちが駐車場をつくり、そして、その間、それに繋ぐ間、予算をできるだけ

確保しながら舗装していくという経過できているようですが、この前、滝ダムの堆砂対策会

議がございました。その席で電発さんが、暁開拓地近くの土地を取得されたというふうにも

聞いております。それで、それは寄岩地区、それから蒲生地区の堆砂を完了した場合、今度

は捨て場がないと、堆砂場所がないということで、次の場所として想定している場所になっ

ているという、具体的な詳細な計画についてはまだきておりません。そうなりますと、道路

の問題も当然出てまいります。で、従来、前町長時代に少しずつ舗装していくという計画そ

のものも、ちょっと、ゼロから考え直す必要があるのかなということもありますので、そこ

は、その辺につきましては、電発さんの意向も踏まえながら、あとは町独自でどういうふう

にもっていくか。検討していきたいというふうに真奈川線については考えております。  

  それと、只見湖・舘ノ川線でございますが、これについてはあの、下にですね、石伏・舘

ノ川線が新たにできました。それで、その下の道路がない頃は、この道路は非常に利用され

ておりましたが、それと併せて、過去にゴミ捨て場の場所になり、その処置に随分苦労した

ところで、今はほとんど利用者が少ないといいますか、山菜採りの方が歩く程度なものです

から、きちんとした整備についてはどうかということもありますので、とりあえず路面状況

を調査しながら、危険性のないような形で通行できるようなことです。特に、場合によって

は、柵等、検討が必要か、時期的には通行止めをするなりの措置も含めながら、ここの路線

については考えていきたいというふうに思っております。  

  それから一軒屋対策につきましては、どうしても課題になるのが用地の問題です。希望が

あっても、用地が確保できなければ重機は入れませんので、その辺があの、一軒屋対策の非

常に大きな課題だと私は思っております。それで、用地のまとまったほうからできるだけや

っていきたいと。それと、一軒屋対策の考え方が、当初は用地については寄付ということか

らスタートしたわけですが、その後、隣接者の人が寄附ということはいかないということで

買収というふうな方向に進められたようですが、その用地が進まないところについてはどう

しても遅れるという現状がありますので、そこをどういうふうにしていくかについては、時

代と併せて用地の取得が可能になってくれば、隅切りとか、そういった拡幅を含めて、取り

組んでいけるようにもっていきたいと思います。ただ、どうしても用地等が進まないと、そ
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の一軒屋対策のその箇所については進まない現状があるということだけはご理解いただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） 今、町長は、電源開発で、（聴き取り不能）平というか、真奈川線の奥

のほうに堆砂を処理する情報を得ましたけれども、この前行ったとき、町には具体的な、道

路一切、拡幅まで含めて奥まで全舗装するとか、あるいは橋は２本架けるとか、というよう

な話を部落ではされましたけれども、私、確認の意味でお聞きしたいんだけども、町道真奈

川線については、大変、地元の真奈川線に関わる人は道路を心配して、道路を一日も早く全

舗装にしてくれということで、この２年間、全然、真奈川線に、毎年３００万前後の金を入

れて舗装してきたんだけども、この２年間、何故できなかったのかなと。それも、区長が６

月ですか、去年はできなかったし、今年はやってくれよということでお願いに環境整備課さ

行ったところが、お休みになったよと、休んでおられるということで帰ってきたが、その後、

何もしないうちに、１２月の今日きたけれども、何故その、できなかったのかなと。電源開

発が堆砂を奥に搬入することによって、道路は電発がつくるのかということが話されました

ので、是非、聞いてくれよということがひとつと。それから、その部落では一日も早く、そ

ういう電発の話が詳細に部落さないものを、部落の役員が集まって検討することもおかしい

だろうと。だから、町にどのような文書がきて、どのような考えでおられるのか。それを聞

きたいと。もう一つは、電発がやるから町がやらなかったのか。やはりこれは併せて、町は

町として、真奈川線の舗装に力を注いでほしいなと。先々の話らしいですよ。町長、あの、

真奈川さやるあなは。だから、道路は、やはり、すれ違いできるように待避所を多くつくる

とか、あるいは真奈川の西山から北山さ架かっている橋のところから、橋を架け代えて奥の

ほうの沢にまた橋を架けて、川向いを集落が利用されている専用道路にして、今の道路を大

型車が通る道路をつくられるのではなかろうかという想像の話をされましたけれども、その

辺、具体的なことを町長は聞いているのかどうか。そこも聞きたいなというふうに思います。

それから、それをわからないと、未舗装の分は棚上げにしておくのかどうか。まずお聞きし

ます。それ。電発関係だけ。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 先ほど申し上げましたように、電発さんとのお話合いは団体者の会議

の後、ちょっと言われただけで、細かい分は私聞いておりませんので、ただ、先ほど申し上
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げましたように、蒲生とか、ほかの地区に、あと２年分は堆砂できるだけの容量はあります

ので、いずれそれ以降の議論になるものと理解をしております。それとあの、先ほど真奈川

線に２年間何もしなかったということでございますが、２８年度は擁壁工で１，０００万ほ

どかけて、直接舗装はしてませんが、舗装に向けた擁壁の工事をやっております。それは２

７年の実績、２８年ですか、２８年の実績にあります。２９年につきましては、皆様方もご

存じだと思うんですが、７月に豪雨災害がありました。それで、真奈川のあがりこの脇の橋

のところもある程度やられまして、そういったことで来年度、そういった補強も含めながら

ということで、取り組むということで、業者さんのほうも忙しいということもありまして、

舗装については今年度は実施はしておりません。ただあの、計画を断念したということでは

なくて、水害とか、そういった通常と違う環境にともなってそういうふうな対応をしてきて

いるということだけはご理解をいただきたいと思います。  

  以上です。 

○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） 電発からはあの、真奈川奥に、堆砂、土砂を搬入する計画の文書はな

くて、立ち話のようなことを町長されたのか。集落では、部落に、文書化されてるから、町

には当然、道路のこともあるから文書でいってるだろうなと。だから、詳細のことを聞きた

いということをおっしゃっておりましたけども、文書がなければかまいませんよ。聞いた話

のやりとりなのか。それとも文書が正規にきてるのか。そして、集落では３人ぐらい、土地

を売られたという話も聞きました。それは町長も聞いていることと思いますが、大変、部落

としては大きな問題であるので、まあ、２年遅れて土砂を捨てるよということであるならば、

先ほどおっしゃったように１，０００万以上かけて、あれは災害なんでしょう、通年上、道

路舗装の未整備に金をかけてやる計画は、振興計画にもあるように。それが、災害で２８年

に１，０００万以上かけたからといって、２９年は何もしないということなのか。とにかく、

電発は別として、今後も、去年やらなかったから今年、その倍やれということではないんだ。

来年やれということはないんだけども、部落としては、電発は電発、町は町で、町道だから

進めていただきたいなということでありますが、確認のために申し上げておきますが、去年

やんねえがら今年やる。今年やらなかったから来年、２年分やるということなのか。ひとつ、

継続して、やってほしいということを、部落の要望でありましたので。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 
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○町長（菅家三雄君） 先ほど申し上げましたように、２８年度まで実施しております。それ

と、今年度だけは災害の関係でちょっと対応ができなかったということはご理解をいただき

たいということでございます。で、今後については、一応、町としては予算のない課ででき

て、やってはいきたいとは思ってはいるんですが、電発さんのほうからそういった話が出て

くれば、今度は若干違ったやり方で待避所とか、いろんな課題が出てくるんだと思います。

で、それはあの、集落とも相談しながら、町道ですので、電発さんはあえて町のほうにも相

談に来ると思います。それと併せて集落にも情報、それから議会のほうにも、担当委員会を

通じてでもお知らせしながら対応していきたいというふうに思っております。  

○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） 部落としては、できるだけ町でなく、電源開発がやっていただけるよ

うな見通しがつけば、でありますが、とにかく町は、電発と一緒に、すりあわせしながら、

一日も早く全舗装をしてほしいということを申されましたので、頭に入れておいていただき

たいなというふうに思います。電発にやっていただければ一番ありがたいわけですが、すり

合わせてやっていただきたいというふうに思います。 

  一軒屋対策でありますけれども、今、９月のやはり決算の中で、当時の担当者は、あと３

箇所あると言われたことを記憶しておりますが、一軒屋対策としてやるのは３軒くらいしか

ないのか。もっとあるのか。そこだけちょっと、あれば、何軒、今あるのか。そこ、ちょっ

と。 

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） それではお答えいたします。前課長が９月の議会の際に言った３箇

所ということでございますが、おそらくでございますが、当時の陳情の受付件数を基に回答

したんでないかなと思われます。ただ、その３軒だけなのかと言われますと、まあいろいろ、

私も、帳簿等見ながら、あと担当者等から話を聞く限りではございますが、もっと多いんで

はないかな、二けたぐらいあるんじゃないかなということで考え認識をいたしております。

ただ、この数字につきましては、居住環境の変化等によりまして、年々変わり得るものとい

うことで、なかなか正確な数字というのは把握するのは、なかなか困難というのが実情でご

ざいますので、いずれにしましても住民の（聴き取り不能）聞きながら、地域住民の皆様に

用地取得等のご理解とご協力をいただきながら、取り組んでまいりたいと思います。  

  以上です。 
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○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） その当時の課長にもちょっと聞いたことありますけども、３路線の中

に、新国秀一君おられる時に陳情を、平成２５年ですか、出されて、新町の２号線を見てい

ただき、議会も陳情を採択し、そして入札をし、不落に、不調に終わったわけです。結局、

災害関係等もあって、業者がいないということで、予算は取ったけどもやらなかった路線が

新町２号線であります。それは、やはり、孤立住宅として、一軒屋対策として、孤立住宅は

冬期間、除雪するにはやはり、ブルドーザ、除雪機が入るだけのスペース、幅がないと、単

に今、１メーター８０の幅員で舗装をかけても、除雪車は入らないということで用地交渉を

するからということで、そこは延びておりましたけれども、そこの箇所については当時の入

札までやったわけですが、やはり一軒屋として４０メーターぐらい、町道に、除雪車通ると

ころまで出すにはスノーダンプ以外ないんですよ。それでもう、年もとったし、大変難儀し

ておられるので、その辺もやはり今後の一軒屋対策として、道路狭い分は町で買収し、先ほ

ど町長おっしゃったけれども、用地確保が大変だと。それができるほうからやりたいという

ことはわかりましたけれども、そこだけでなくて、私はもっとあると思うんですよ。一軒屋

対策であろうなというのは、町の誘致企業としておるあそこのなんだ、椿沢のあそこ、なん

ていうんだ、セイワ。あそこは町の誘致企業として町の土地に町が建てた部分が多いと思う

んだけれども、そこに除雪車が入っているのか、入らないのか、わかんねえが、入っている

とすれば、町がかいているのか。あるいはセイワで出しているのか。私はあの、おそらく、

町道としてあそこは認定されていない、河川敷地内、昔でいう堤防か。道路として認定しな

い限りは舗装できないのかもわかりませんが、ああいうふうに従業員も使って、自動車も入

らなきゃならないところは、どうしてもやはり、冬期間であっても除雪するわけですから、

用地の買収するなり、町の土地を入られるのであれば、その辺を舗装して対応するような箇

所がもっとあるのではなかろうかなというふうに思うんですよ。したがって、私は提言とい

うこと申しましたけれども、やっぱり豪雪の中で住んでいる人の年寄り、高齢者は４３．９

パーセントなんですよ。９パーセント。町にとって町民の暮らしを守る政策としてはまった

く有効な政策だと思うんです。それを、最近、一軒屋対策としてやっておりません。ここ数

年。そこで今後、やっぱり一軒屋対策の道路として現在計画されている道路は、今いくつあ

るのか。先ほど聞いたけども、どの路線なのか。この計画は、やはり担当課で全町を調査し

て、整理しておくことが肝要というか必要であろうなというふうに思うんです。これは事務
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屋の仕事ですよ。議員が陳情書出せと。じゃあ、俺書いてやっからと、議員が出して、そし

て議員で採択している時代ではないですよ。事務屋の仕事ですよ。町、町道として、やはり

孤立されているところは、きちんと道路がなければ用地買収、町でする。狭いところは、狭

いところを買収して、除雪車を入るようにしなければ、孤立住宅の冬の年寄りが、安全で、

安心して通れる道路にすべきなんですよ。せっかく、町では、一軒屋対策として条例をつく

り、そして、一生懸命取り組んでいた課長はだいぶ孤立住宅が解消されたことがあるわけで

すから、しっかりと副町長と副課長は、１０年かかっても、この調査によって、今後、優先

的用地が確保する次第に、やっぱり、一軒屋対策として道路を整備していく必要があるだろ

うなと。答弁も求めたいけれども、これだけは今やっぱり申し上げたことはお願いしたいな

と。一軒屋対策として、やっぱり、現在どれくらいあるのか。現地を調査して、そして１０

軒あれば、一年に五つずつやったって、１０年かかるわけですから。どうですか。環境整備

課長。町長。副町長。 

○議長（齋藤邦夫君） 副町長。 

○副町長（橋本晃一君） お答えいたします。その１６年ですかね、おそらく１３年ぐらい前

に、一度そのような全町的な調査をやったというのはお聞きしておりました。それから、相

当年数、１３年経っているわけでございますが、先ほど申し上げましたとおり、まだその、

当然、全て解決をされているわけではなくて、まだ複数、おそらく二けた、１０軒程度はあ

るんではないかなというふうに思っておりまして、これをまあ、今後また調査をやり直して

ということで今、ご提言、お話ございましたが、先ほども申し上げましたとおり、この事業

につきましては、冒頭、町長からお話、答弁させていただきましたとおり、非常にこの用地

取得というのがおそらく一番の課題になっているんであろうと思います。そういったところ、

この用地取得の部分で、どうしても時間を要するということがございまして、なかなかその

調査をやったとしても、非常にこう、調査と、実際のその用地取得。その後の事業実施とい

うことで、どうしてもスパンが開いてしまうということで、なかなかその調査結果をタイム

リーに事情実施に活かすことが非常に難しいのかなと感じております。ということであの、

重ねてで大変恐縮でございますが、住民の言い分をまずは丁寧に聞きながら、是非あの、地

域住民の皆様にも用地取得等ご協力をいただきながら、丁寧に進めてまいりたいということ

でございます。 

  以上です。 
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○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） 町長、新田沢までのあの舘ノ川。２．１キロあるわけだけども、先ほ

ど町長の答弁は、それはわかりますが、あなたはあの道路、一番よくわかっていると思うん

だけども、只見のロックヒルダム造るときは、あそこからみんな壁を持って行って、そして

あの時は道路は広くてあそこまであったけれども、舗装から新田沢までの道路は、私、１１

月の１８日、１４日に雪降って、消えたから、どうかなと思って行ってみましたけども、歩

いて、５００メートルほど歩きましたけども、答弁に書いてあるように、書いてあるという

か、おっしゃったように、砂利、キリさ入れるのか、砂利入れるのか、ヨナ入れるのかわか

りませんけども、整地するなんていうことでやりたいなんて、整地するには手でやるほかね

え。グレーダー入るような場所ではない。そういう場所を町道としておいていいのか。町道

としておいていいのか。そして、先ほど言ったように、基準財政需要額の枠内さ２．１キロ

を入れて、交付税をいただく、続けるのか。金額はどうこうでありませんが、私はあの道路

は、昔、石伏が只見小学校に通う時、川越えるものと、向い渡って、新田沢さ足なか、金魚

積んであるところに挟んで、一日２足いる田子倉の人もおったわけだけども、そうした山道

を町道に、平成５年の年に町道として認定しているんですよ。平成５年に。そして町道とし

ておきながら、上がり口だけ舗装しました。あれ、舗装しないと急こう配だから、みんな、

舘ノ川のほうさ土砂が流れて、そして２３年災の時にやっと舗装したんですよ。２５年の年。

でも、今年の大水で土砂が入りました。それは環境整備課で上げてもらったという話も聞い

ております。上のほう、平から新田沢までは手つかずだ。そして、自動車は、軽自動車、四

輪駆動でねえば通らないんですよ。その車道、掘れているんですよ。堀になっているんです

よ。水たまりがあるんですよ。壁土。非常に悪条件で道路は危険だ。町道としてあそこで事

故あったら町の責任ですよ。町道は町長が管理すると。林道も。町長、なんとかや、あそこ

は危険な場所であるということで、征議員はあそこ、通さないようにとおせんぼかけている

というようなこと言われては困るけども、きちんと雪消えて、今は草ぼうぼう。そして草の

中歩かれねえ。町道がけもの道より悪いなんていう町道ありますか。私はそんな道路、町内

にないと思うんですよ。補助金もらうから言うんじゃなくて、私は人命にかかわる、事故が

今までなかったからよいけれども、昔は、只見ってえは、みんな、あの向山通って、そして

新田沢からマキ出し、春先、只見の沖の人、菅家さんていう人は雪崩に突っ込まっちゃ。木

採りするとき。木切りで。その危ない道路を今通していいのかどうかと。やっぱり整備して
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通すということは、整備をして通してほしいということを申し上げますが、町長、現状を見

て、現段階で、どのように受け止めて、私に対して、その答弁を、舘ノ川、新田沢から旅行

村さ通る道路。中止すればいいかもわかんねえけども、先般、産業厚生委員長が、旅行村整

備について、２億かけての話、大変厳しい報告をされましたことを聞いておりましたけれど

も、やはり、旅行村だけ整備しても、私はやはり玄関口の道路としては、あの向山も景色は

良いし、それから急斜面のところあるでしょう。小沢も出ているところは河床路をつくると

か。そして私は一年にやってほしいということは申し上げませんが、陳情書出てきたらおや

りになるのか。私は現状は危険な道路と認識されているのか。町長。それだけお聞きしたい

と思う。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） 只見湖・舘ノ川線につきまして、舘ノ川側の神社の上、それから、只

見地区との境の分の堂平の分。といいますか、そこにつきましては過去に、土地改良の時に、

壁を取ったり、いろいろなことをした平らな部分に、今はあの、携帯の鉄塔が相当数立って

ます。それと奥のほうには、舘ノ川の裏山にあります送電線の管理用道路と、その周辺、一

応、只見牧野のほうでですか、わらび園とか、そういったものを整備しております。その奥

から、一気に幅員が狭くなります。そしてあの、場所は新田沢までは杉林の中を通っており

まして、幅員がたぶん、乗用車ですと交差できるところが１・２箇所しかなかったと思いま

す。それで、非常にあの、山側から水落ちてきてますので、どうしてもあの、石伏・舘ノ川

線が下にできてからは、そちらに迂回したほうが安全なものですから、そこはどんどん利用

されなくなってきているということで、それを拡幅しながらということになると、相当数の、

２キロですから、伐採補償から、相当数の経費がかかるというふうに思っております。です

から、バイクとか軽トラで部分的に交差をしながらであれば利用はできますが、私も若干、

新田沢のほうには山菜採り等入っておりましたが、あそこを利用される方は数名しかおられ

ないというふうに思っております。ですから、そういったところはどういうふうにこの後整

備をしていったらいいか、というのは、完全に遮断してもいいのか。若干、砂利敷き等で小

型の２トンで均していって整備する程度で済ませるのかというのは、担当課のほうで、私は

プロではないものですから、現地調査等をしながら、一応対応していただきたいというふう

に今はお答えする以外、ちょっとありませんが、そんなことでご理解をいただければと思い

ます。 
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○議長（齋藤邦夫君） ９番、鈴木征君。 

○９番（鈴木 征君） 最後ですが、真奈川線については、電源開発の申し入れは別として、

町は町で、やはり奥までの、営林省の専用道路のシャットアウトされているところまで、全

力で、年次計画で舗装していただきたいなと。そのうち電源開発が舗装に乗り出せば、それ

はそれで、またすり合わせしながらやってほしいというふうに思います。是非、真奈川線に

ついては、今年はできなかったが、来年からは実施できるように予算化をされ、実施してい

ただきたいなというふうに思います。 

  それから、舘ノ川・只見湖線については、今、町長お話されましたように、まあ、シャッ

トアウトしないでおいて、プロの技術屋の人に道路調査させて、調査費付けるのか・付かな

いのか、職員にやらせるのか別として、なんとか調査をしてほしいなと。危なくて通れない

ようであるならば、交通止めもやむを得ないのかなというふうに思います。  

  一軒屋対策については、私はあの、制度だけは活かしておいたのはやっぱり有効に使うべ

きですよ。先ほど、３番議員の藤田君が申されましたけれども、特にお年寄りの人口が多い

中で、しかも一軒屋対策は慎重に、慎重でなく、目黒前町長は、雪対策については非常に本

気で、熱心でやって、実績というか、効果を表してきた目黒町長でありますが、それはやは

り自治の継承性から言っても、菅家町長、そして副町長を中心にして、やはり一軒屋対策の

解消に努力していただくことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。よろ

しくお願いします。町長、一言。 

○議長（齋藤邦夫君） 町長。 

○町長（菅家三雄君） いろいろとご意見ありがとうございました。慎重に検討しながら対応

させていただきます。よろしくお願いします。 

○９番（鈴木 征君） 終わります。 

○議長（齋藤邦夫君） これで、９番、鈴木征君の一般質問は終了いたしました。  

 

◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇   ◇◇◇◇◇ 

 

     ◎散会の宣告 

○議長（齋藤邦夫君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 
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  どうもご苦労様でした。 

（午後４時５０分） 

 


